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第
一
章　

は
じ
め
に

　

遺
留
分
制
度
は
、
財
産
処
分
の
自
由
の
思
想
と
で
き
る
だ
け
家
族
内
に
財
産
を
と
ど
め
て
お
く
べ
き
と
の
思
想
の
妥
協
の
上
に
成
立
し）

1
（

、

相
続
人
の
生
活
保
障
や
潜
在
的
持
分
の
清
算
な
ど
の
目
的
な
い
し
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
近
時
、
そ
の
存
在
意
義
自
体
を
問
い
直

さ
れ
て
い
る）

2
（

。
存
在
意
義
の
理
解
に
よ
っ
て
は
、
民
法
上
に
定
め
る
規
定
の
解
釈
な
い
し
運
用
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
と
こ
ろ
、
存
在
意

義
に
伴
う
そ
の
機
能
な
い
し
目
的
が
必
ず
し
も
一
義
的
に
明
確
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
と
り
わ
け
具
体
的
な
問
題
の
解
決
に
お
い
て
、
そ
の

相
違
が
表
出
す
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
相
続
法
内
外
の
諸
制
度
と
の
関
係
理
解
は
も
と
よ
り
、
遺
言
の
解
釈
問
題
な
ど
と
も
相
ま
っ
て
、

一
層
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
と
密
接
に
関
連
し
て
、
被
相
続
人
の
意
思
が
相
続
法
上
の
制
度
に
照
ら
し
て
、
ど
こ
ま
で
反
映
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
検
討

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
遺
言
は
一
般
の
法
律
行
為
と
は
異
な
る
単
独
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
取
引
の
安
全
や
相
手
方
の

信
頼
へ
の
配
慮
を
す
る
必
要
が
な
く
、
そ
の
た
め
に
、
遺
言
の
解
釈
に
お
い
て
目
指
さ
れ
る
べ
き
は
、
遺
言
者
の
最
終
意
思
の
尊
重
お
よ
び

真
意
の
探
求
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）

3
（

。
し
か
し
、
た
と
え
ば
相
続
法
上
明
確
な
規
定
を
欠
く
財
産
の
処
分
形
態
が
被
相
続
人
に
よ
っ
て
選
択

さ
れ
た
場
合
に
、
法
文
上
存
在
す
る
制
度
枠
組
み
で
処
理
す
る
こ
と
自
体
に
そ
れ
程
の
抵
抗
は
な
い
と
し
て
も
、
被
相
続
人
が
敢
え
て
そ
の

よ
う
な
選
択
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
既
存
の
制
度
を
操
作
す
る
こ
と
ま
で
が
許
容
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
真
意
探
求

に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
被
相
続
人
の
意
思
を
理
由
に
、
そ
の
欲
し
た
帰
結
を
（
既
存
の
制
度
を
度
外
視
し
て
）
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
典
型
的
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
﹁
相
続
さ
せ
る
﹂
旨
の
遺
言
を
め
ぐ
る
一
連
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る
。
主
に

登
記
手
続
き
の
簡
便
さ
と
登
録
免
許
税
の
優
遇
と
い
っ
た
点
か
ら
公
証
実
務
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
﹁
相
続
さ
せ
る
﹂
旨
の
遺
言
に
よ
る
財
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産
承
継
は
、
そ
の
法
的
性
質
の
理
解
か
ら
諸
制
度
と
の
関
係
な
ど
に
至
る
ま
で
、
多
岐
に
わ
た
る
問
題
を
提
供
し
て
い
る
。
最
高
裁
判
所
に

よ
り
現
在
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
問
題
は
、﹁
相
続
さ
せ
る
﹂
旨
の
遺
言
の
法
的
性
質
お
よ
び
遺
留
分
減
殺
請
求
の
可
否）

4
（

、
登
記
手
続
き

に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
義
務）

5
（

、
目
的
不
動
産
の
対
抗
に
お
け
る
登
記
の
要
否）

6
（

、
遺
留
分
侵
害
額
の
算
定
方
法）

7
（

、
名
宛
人
の
先
死
時
に
お
け

る
代
襲
相
続
の
可
否）

8
（

で
あ
る）

9
（

。
こ
れ
ら
一
連
の
判
決
の
う
ち
、
相
続
人
相
互
の
（
対
内
）
関
係
に
着
目
す
れ
ば
、﹁
相
続
さ
せ
る
﹂
旨
の
遺

言
の
法
的
性
質
、
遺
留
分
侵
害
額
の
算
定
方
法
（
後
述
の
よ
う
に
、
前
提
問
題
と
か
か
わ
る
）
お
よ
び
代
襲
相
続
の
可
否
と
い
う
問
題
の
解

決
に
お
い
て
、
被
相
続
人
の
意
思
解
釈
を
前
提
と
し
て
そ
の
原
則
的
効
果
を
導
き
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
原
則
的
に
否
定
し
て
、
特
段
の
事
情

の
存
す
る
と
き
に
は
こ
れ
と
異
な
る
と
い
っ
た
、
柔
軟
な
対
処
の
姿
勢
が
伺
え
る
。﹁
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
る
被
相
続
人
の
意
思
﹂

に
沿
う）
₁₀
（

と
い
う
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
の
判
決
に
一
定
の
妥
当
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
被
相
続
人
の
意
思
が
ど
こ
ま
で
反

映
さ
れ
る
べ
き
か
を
問
題
と
し
て
掲
げ
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
判
例
に
直
ち
に
賛
同
す
る
こ
と
は
、
な
お
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
﹁
相
続
さ
せ
る
﹂
旨
の
遺
言
が
遺
留
分
と
の
関
係
で
問
題
と
さ
れ
た
最
高
裁
平
成
二
一
年
三
月
二
四
日
判
決）
₁₁
（

は
、
共
同
相
続
人
の
一
人
に

す
べ
て
の
財
産
を
﹁
相
続
さ
せ
る
﹂
旨
の
遺
言
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
遺
留
分
侵
害
額
の
算
定
方
法
（
相
続
債
務
の
加
算
の
可
否
）
を
示
し

た
。
算
定
方
法
判
断
の
前
提
と
し
て
、
当
該
遺
言
が
存
す
る
場
合
の
債
務
承
継
関
係
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
、
先
述
の
よ
う
に
、
最
高
裁
判

所
は
こ
れ
を
遺
言
者
の
意
思
解
釈
と
し
て
検
討
し
、
当
該
遺
言
が
相
続
分
の
指
定
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
原
則
的
に
相
続

債
務
も
ま
た
遺
言
の
名
宛
人
た
る
相
続
人
が
承
継
す
る
も
の
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
、
相
続
債
務
の
承
継
に
つ
き
、﹁
遺
言
の
趣

旨
等
か
ら
⋮
す
べ
て
を
相
続
さ
せ
る
意
思
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
﹂
と
の
留
保
を
付
し
、
少
な
く

と
も
対
内
関
係
に
お
い
て
は
、
被
相
続
人
の
意
思
に
よ
る
積
極
財
産
と
消
極
財
産
と
の
切
り
離
し
承
継
を
肯
定
し
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
被
相
続
人
の
意
思
は
、
相
続
法
の
予
定
す
る
承
継
枠
組
み
（
相
続
分
の
指
定
）
を
確
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
上
の

効
果
を
も
も
た
ら
し
得
る
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
も
っ
と
も
、相
続
法
上
の
制
度
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
元
々
相
続
分
の
指
定
は
、

九
八
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被
相
続
人
の
意
思
表
示
な
い
し
特
段
の
事
情
が
あ
れ
ば
対
内
関
係
に
お
け
る
積
極
財
産
と
消
極
財
産
の
切
り
離
し
承
継
を
肯
定
す
る
も
の
で

あ
る
。）
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
と
な
ら
な
い
。

　

な
お
、
本
判
決
の
中
核
的
問
題
で
あ
る
遺
留
分
侵
害
額
算
定
方
法
に
関
し
て
は
、
相
続
債
務
の
承
継
が
対
内
関
係
・
対
外
関
係
に
お
い
て

相
対
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
う
え
で
、
最
終
的
に
負
担
す
べ
き
相
続
債
務
の
額
が
加
算
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
遺
留
分
権
利
者
は
、
相
続
債
権
者
に
よ
る
履
行
請
求
の
リ
ス
ク
を
負
担
し
な
が
ら
も
、
名
宛
人
た
る
相
続
人
に
対
し
て
遺
留
分
減
殺

請
求
に
よ
る
当
該
部
分
の
事
前
補
償
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
種
々
の
考
慮
要
素
が
あ
る
と
は
い
え
、
遺
留

分
制
度
に
対
す
る
理
解
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
要
素
の
一
つ
な
い
し
潜
在
的
な
前
提
と
し
て
、
本
判
決
の
評
価
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
ろ
う）
₁₂
（

。

も
ち
ろ
ん
、
遺
留
分
侵
害
額
算
定
方
法
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
被
相
続
人
の
意
思
と
い
う
問
題
が
遺
留
分
の
意
義
と
と
も
に
（
あ
る
い
は

そ
の
内
訳
と
し
て
）
意
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

被
相
続
人
の
意
思
、
す
な
わ
ち
、
被
相
続
人
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
意
図
し
た
か
の
確
定
は
、
相
続
法
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
諸
外
国
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
近
時
、
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
遺
留
分
額
の
算
定
方
法
の

確
定
に
関
す
る
判
断
を
示
し
た
。
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
生
前
の
出
捐
が
遺
留
分
算
定
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
き
二
つ
の
規
定
（
ド
イ
ツ
民
法
典

第
二
三
一
五
条
・
第
二
三
一
六
条
。
以
下
、
と
く
に
断
り
の
な
い
と
き
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
を
指
す
も
の
と
す
る
。）
を
有
し
て
お
り
、
当

該
二
つ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
異
な
る
算
定
額
を
導
く
三
つ
の
算
定
方
法
（
算
入
・
調
整
・
調
整
お
よ
び
算
入
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
連
邦

通
常
裁
判
所
は
、
ド
イ
ツ
の
生
前
処
分
の
形
態
と
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
﹁
先
取
り
相
続
（vorw

eggenom
m

ene E
rbfolge

）﹂
に
よ

る
出
捐
が
遺
留
分
算
定
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
き
、
出
捐
者
で
あ
る
被
相
続
人
の
意
思
解
釈
可
能
性
を
検
討
し
た
う
え
で
、
具
体
的
事
案
に
お

い
て
、
右
算
定
方
法
の
い
ず
れ
を
用
い
る
べ
き
か
に
つ
き
、
そ
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
と
し
て
第
二
三
一
五
条
お
よ
び
第
二
三
一
六
条
を
概
観
し
、
先
取
り
相
続
に
お
け
る
被

九
九
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相
続
人
の
意
思
解
釈
可
能
性
と
そ
れ
に
伴
う
第
二
三
一
五
条
・
第
二
三
一
六
条
の
適
用
関
係
を
示
し
た
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
一
〇
年
一
月

二
七
日
判
決）
₁₃
（

を
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
法
の
採
用
す
る
遺
留
分
算
定
方
法
を
定
め
る
規
定
は
、
日
本
法
に
そ
の
ま
ま

の
形
で
対
応
す
る
規
定
が
な
く
、
そ
も
そ
も
遺
留
分
法
（
相
続
法
）
の
体
系
に
お
い
て
も
相
当
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
に

お
け
る
先
取
り
相
続
は
生
存
者
間
の
法
律
行
為
に
基
づ
く
財
産
承
継
で
あ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
﹁
相
続
さ
せ
る
﹂
旨
の
遺
言
に
よ
る
財
産

承
継
と
は
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
を
規
定
解
釈
レ
ベ
ル
な
い
し
概
念
解
釈
レ
ベ
ル
に
お
い
て
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の

意
味
で
は
注
意
を
要
す
る
。
し
か
し
、
先
取
り
相
続
と
い
う
財
産
承
継
形
態
は
、
日
本
と
同
様
に
公
証
実
務
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
明
文
の
規
定
を
持
た
な
い
。
被
相
続
人
に
よ
り
敢
え
て
選
択
さ
れ
た
そ
の
よ
う
な
財
産
の
承
継
形
態
が
、

相
続
法
上
の
制
度
（
本
稿
で
は
遺
留
分
算
定
方
法
）
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
対
処
を
参
照
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ

ろ
う
。
同
時
に
、
相
続
法
に
お
け
る
被
相
続
人
の
意
思
の
反
映
に
つ
い
て
の
問
題
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
充
分
に
意
義
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
の
叙
述
は
以
下
の
順
序
に
よ
り
行
う
。
ま
ず
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
規
定
に
つ
き
、
第
二
三
一
五
条
・
第
二
三
一
六
条
の

順
で
概
観
す
る（
第
二
章
）。
そ
こ
で
は
、連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
一
〇
年
一
月
二
七
日
判
決
と
の
関
係
で
必
要
と
思
わ
れ
る
部
分
を
中
心
に
、

両
規
定
の
基
本
的
要
件
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
次
に
、先
取
り
相
続
の
概
念
に
つ
き
簡
単
に
触
れ
た
う
え
で（
第
三
章
第
一
節
）、

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
一
〇
年
一
月
二
七
日
判
決
の
事
実
の
概
要
お
よ
び
判
示
内
容
を
紹
介
す
る
（
同
章
第
二
節
）。
続
い
て
、
同
判
決
の

位
置
づ
け
お
よ
び
評
価
に
つ
い
て
言
及
し
（
第
四
章
第
一
節
）、
最
後
に
、
今
後
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
（
同
章
第
二
節
）、
本
稿
を
閉
じ

る
こ
と
に
す
る
。

一
〇
〇
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第
二
章　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
規
定

第
一
節　

算
入
義
務
お
よ
び
調
整
義
務

第
一
款　

出
捐
の
遺
留
分
へ
の
算
入－

第
二
三
一
五
条

（
１
）　

総
論

　

ド
イ
ツ
民
法
典
第
二
三
一
五
条
は
、
被
相
続
人
か
ら
の
生
前
の
出
捐
を
遺
留
分
に
算
入
（A

nrechnung

）
す
べ
き
義
務
を
規
定
す
る
。

規
定
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

∧
第
二
三
一
五
条
：
出
捐
の
遺
留
分
へ
の
算
入
∨

第
一
項　

 

遺
留
分
権
利
者
は
、
遺
留
分
に
算
入
す
る
も
の
と
す
る
定
め
を
も
っ
て
生
存
者
間
の
法
律
行
為
に
よ
り
被
相
続
人
か
ら
受
け
た
出

捐
を
遺
留
分
に
算
入
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
項　

 

出
捐
の
価
額
は
、
遺
留
分
の
算
定
時
に
遺
産
に
加
算
す
る
。
価
額
は
、
出
捐
し
た
時
を
基
準
と
し
て
確
定
す
る
。

第
三
項　

 

遺
留
分
権
利
者
が
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
〇
五
一
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　

遺
産
の
価
額
に
つ
き
定
め
る
第
二
三
一
一
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
遺
留
分
の
算
定
に
お
い
て
基
準
と
な
る
の
は
、
相
続
開
始
時
の
遺
産
の

状
況
お
よ
び
価
額
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
相
続
人
に
よ
る
遺
留
分
権
利
者
ま
た
は
第
三
者
へ
の
生
前
の
出
捐
は
、
原
則
的
に
遺
留
分
に

影
響
し
な
い
。
こ
の
原
則
の
例
外
を
定
め
る
の
が
、
第
二
三
一
五
条
お
よ
び
こ
れ
に
続
く
第
二
三
一
六
条
で
あ
る）
₁₄
（

。

　

第
二
三
一
五
条
の
目
的
は
、
遺
留
分
権
利
者
に
よ
る
被
相
続
人
の
財
産
へ
の
二
重
の
関
与
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
条
第
一
項
に
よ

一
〇
一
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れ
ば
、
遺
留
分
権
利
者
は
、
被
相
続
人
が
遺
留
分
に
算
入
す
る
旨
の
定
め
を
も
っ
て
出
捐
し
た
も
の
を
遺
留
分
に
算
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
と
き
、
出
捐
を
受
領
し
た
遺
留
分
権
利
者
（
算
入
義
務
者
）
の
遺
留
分
は
、
出
捐
の
分
だ
け
縮
減
す
る
こ
と
と
な
り
、
反
対
に
、

遺
留
分
請
求
を
受
け
る
相
続
人
の
負
担
を
軽
減
す
る
。
本
条
に
よ
る
算
入
は
、
第
二
三
一
六
条
に
基
づ
く
調
整
義
務
と
は
異
な
り
、
そ
の
ほ

か
の
遺
留
分
権
利
者
の
遺
留
分
に
は
影
響
し
な
い
。

　

出
捐
が
遺
留
分
に
算
入
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
遺
産
の
財
産
的
な
統
一
性
を
維
持
す
る
と
い
う
利
益
と
、
遺
留
分
権
利
者

の
で
き
る
限
り
縮
減
さ
れ
な
い
遺
産
に
対
す
る
最
低
限
の
持
分
と
い
う
利
益
と
の
調
和
が
考
慮
さ
れ
て
い
る）
₁₅
（

。
生
前
の
出
捐
の
算
入
は
、
き

わ
め
て
形
式
的
で
あ
り
、
実
務
に
馴
染
み
が
薄
い
も
の
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
親
が
そ
の
子
に
特
筆
す
べ
き
財
産
価
額
を
出
捐
し
た

と
き
に
、
適
切
な
定
め
を
も
っ
て
算
入
を
指
示
す
る
と
い
う
の
は
、
現
実
的
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
₁₆
（

。
む
し
ろ
、
当
事
者
は
出

捐
に
つ
き
、
指
示
が
な
け
れ
ば
算
入
さ
れ
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
土
地
を
贈
与
す
る
場
合
、
公
証
人
は
、
算
入
の
可
能
性
に

つ
き
助
言
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
が
、
文
書
作
成
義
務
の
な
い
場
合
に
は
、
当
事
者
は
そ
の
可
能
性
を
知
ら
さ
れ
る
機
会
を
持
た
な
い）
₁₇
（

。

こ
の
と
き
、
算
入
の
指
示
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
出
捐
の
当
事
者
は
、
い
ず
れ
の
出
捐
に
お
い
て
も
、
算
入
は
法
に
よ
っ
て

当
然
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、そ
れ
が
当
事
者
の
公
平
感
情
に
合
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
般
に
出
捐
の
当
事
者
は
、
生
存
者
間
で
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
き
、
後
に
算
入
す
る
と
い
う
こ
と
が
む
し
ろ
適
切
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
と
さ
れ
る）
₁₈
（

。
こ
う
し
た
事
情
を
背
景
に
、
生
前
の
任
意
の
出
捐
（freigiebige Z

uw
endung

）
が
あ
る
場
合
に
は
、
算
入
義

務
を
原
則
と
し
て
規
定
し
た
う
え
で
、
被
相
続
人
が
個
々
の
出
捐
を
算
入
か
ら
明
確
に
排
除
す
る
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
の
意
義
が
指
摘
さ

れ
て
い
る）
₁₉
（

。

一
〇
二



（　
　
　

）

先
取
り
相
続
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定

同
志
社
法
学　

六
四
巻
一
号�

一
〇
三

（
２
）　

個
別
要
件

　
（
ⅰ
）　

生
前
の
被
相
続
人
に
よ
る
任
意
の
出
捐

　

算
入
の
対
象
と
な
り
得
る
の
は
、
被
相
続
人
に
よ
り
な
さ
れ
た
出
捐
の
み
で
あ
る
。
出
捐
に
つ
い
て
は
、（
ａ
）
遺
産
の
減
少
を
も
た
ら

し
た
こ
と
、（
ｂ
）
任
意
性
（F

reigeibigkeit

な
い
しF

reiw
illigkeit

）
が
あ
る
こ
と
、（
ｃ
）
遺
留
分
権
利
者
へ
の
出
捐
で
あ
る
こ
と
、

お
よ
び
（
ｄ
）
生
前
の
出
捐
で
あ
る
こ
と
の
以
上
四
つ
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
（
ａ
）　

遺
産
の
減
少

　

出
捐
は
、
第
一
に
、
被
相
続
人
が
給
付
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
財
産
な
い
し
将
来
の
遺
産
を
減
少
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る）
₂₀
（

。

こ
の
要
件
は
、
算
入
の
目
的
か
ら
導
か
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。

　

財
産
の
減
少
が
債
権
的
な
性
質
で
あ
る
か
、
物
権
的
な
性
質
で
あ
る
か
は
、
重
要
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
被
相
続
人
に
よ
り

な
さ
れ
た
給
付
の
約
束
は
、
そ
れ
が
有
効
で
あ
る
か
ぎ
り
、
被
相
続
人
の
生
前
に
履
行
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
問
わ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、

被
相
続
人
が
適
切
な
方
式
に
よ
る
無
条
件
の
贈
与
の
約
束
（Schenkungsversprechen

）
を
し
、
そ
れ
が
遺
産
に
対
す
る
請
求
権
を
根
拠

づ
け
る
と
き
は
、
本
要
件
を
満
た
す
も
の
と
さ
れ
る）
₂₁
（

。

　

被
相
続
人
の
財
産
が
減
少
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
き
、
出
捐
受
領
者
の
反
対
給
付
も
ま
た
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
に
、
被

相
続
人
が
目
的
物
の
戻
し
譲
渡
請
求
権
（R

ückübertragungsanspruch

）
を
放
棄
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
き
は
、
算
入
の
対
象
と
な
る
出

捐
は
存
し
な
い
と
さ
れ
る）
₂₂
（

。

一
〇
三
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先
取
り
相
続
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る
遺
留
分
算
定
方
法
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確
定

　
　
（
ｂ
）　

任
意
性

　

第
二
の
要
件
は
、
任
意
性
で
あ
る
。
任
意
に
よ
る
出
捐
の
概
念
は
、
贈
与
の
概
念
よ
り
も
広
く
解
さ
れ
て
い
る）
₂₃
（

。
本
条
に
お
け
る
出
捐
の

概
念
に
つ
い
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
被
相
続
人
が
そ
も
そ
も
そ
の
給
付
に
つ
き
義
務
を
負
っ
て
い
た
か
否
か
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
任
意
性

は
、
被
相
続
人
が
何
ら
の
義
務
も
負
わ
ず
に
給
付
の
履
行
を
し
、
ま
た
は
履
行
を
約
す
る
こ
と
を
指
す）
₂₄
（

。
被
相
続
人
の
義
務
に
基
づ
く
給
付

は
、
算
入
の
義
務
を
負
わ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
法
が
予
定
す
る
許
容
範
囲
以
上
に
遺
留
分
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
給
付
が
算
入
の
対
象
と
な
り
得
る
の
は
、
受
益
者
が
遺
留
分
放
棄
を
す
る
場
合
（
第
二
三
四
六
条）
₂₅
（

）
に
限
ら
れ

る
）
₂₆
（

。

　

任
意
性
を
満
た
す
出
捐
に
は
、
た
と
え
ば
、
状
況
に
応
じ
た
範
囲
を
超
え
な
い
第
一
六
二
四
条
に
基
づ
く
生
計
の
資
本
の
提
供
や
贈
与
の

約
束
が
挙
げ
ら
れ
る
。
単
な
る
道
徳
上
の
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
に
過
ぎ
な
い
出
捐
も
ま
た
、
同
様
に
任
意
性
を
満
た
す
。
混
合
贈
与

（gem
ischte Schenkung

）
お
よ
び
負
担
付
贈
与
（Schenkung unter A

uflage

）
は
、
無
利
息
の
消
費
貸
借
と
同
様
に
、
給
付
と
反
対

給
付
の
差
と
い
う
意
味
で
経
済
上
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
で
算
入
が
許
さ
れ
る）
₂₇
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
被
相
続
人
が
、
扶
養
請
求
を
す
る
精
神
病
に
罹
患
し
て
い
る
子
の
た
め
に
負
担
し
た
保
護
費
用
を
算
入
さ
せ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
そ
の
よ
う
な
費
用
が
第
二
三
一
六
条
に
基
づ
く
調
整
義
務
を
導
き
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
と
さ
れ
る）
₂₈
（

。

　
　
（
ｃ
）　

遺
留
分
権
利
者
へ
の
出
捐

　

第
三
に
、
遺
留
分
権
利
者
に
対
し
て
出
捐
し
た
こ
と
を
要
す
る
。
第
二
三
一
六
条
が
適
用
さ
れ
る
場
合
と
は
異
な
り
、
本
条
に
よ
る
算
入

は
、
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
へ
の
出
捐
の
み
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
出
捐
の
受
益
者
は
、
第
二
三
〇
三
条
お
よ
び
第
二
三
〇
九

一
〇
四
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条
に
基
づ
く
遺
留
分
権
利
者
に
属
し
て
い
れ
ば
足
り
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
相
続
人
の
配
偶
者
や
父
母
（
第
二
三
〇
三
条
第
二
項
第
一
文
）

へ
の
出
捐
も
ま
た
、
算
入
の
対
象
と
な
り
得
る
。
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
法
第
一
〇
条
第
六
項
に
基
づ
き
、
被
相
続
人
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
も
同

様
で
あ
る
。

　

出
捐
は
、
原
則
的
に
遺
留
分
権
利
者
に
直
接
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
た
め
、
遺
留
分
権
利
者
の
妻
に
対
す
る
出
捐
で
は
足
り
な
い）
₂₉
（

。
同

様
に
、
被
相
続
人
の
給
付
が
遺
留
分
権
利
者
の
仕
事
に
配
慮
す
る
意
図
で
第
三
者
に
な
さ
れ
た
場
合
も
、
算
入
の
対
象
と
な
ら
な
い）
₃₀
（

。
も
っ

と
も
、
出
捐
者
と
遺
留
分
権
利
者
間
の
合
意
に
基
づ
く
第
三
者
へ
の
譲
渡
は
、
遺
留
分
権
利
者
自
身
へ
の
出
捐
と
さ
れ
る）
₃₁
（

。
ま
た
、
間
接
的

な
出
捐
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
（
第
三
二
八
条
）
や
遺
留
分
権
利
者
の
意
思
に
よ
ら
な
い
債
務
の
履
行
も

ま
た
考
慮
さ
れ
得
る）
₃₂
（

。

　
　
（
ｄ
）　

生
前
の
出
捐

　

最
後
の
要
件
と
し
て
、
出
捐
は
被
相
続
人
の
生
前
に
な
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
死
亡
に
よ
る
出
捐
と
遺

留
分
請
求
権
と
の
関
係
は
、
第
二
三
〇
五
条
以
下
に
規
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
二
三
〇
一
条
に
定
め
る
受
贈
者
が
贈
与
者
よ
り
長
生
き
す
る

こ
と
を
条
件
と
し
た
死
因
贈
与
は
、
未
履
行
で
あ
る
か
ぎ
り
、
死
因
処
分
と
同
様
で
あ
る
た
め
、
本
条
の
意
味
で
の
算
入
か
ら
は
排
除
さ
れ

る
）
₃₃
（

。
出
捐
が
、
相
続
開
始
時
に
な
お
遺
留
分
権
利
者
の
財
産
に
存
在
し
て
い
る
か
は
、
算
入
に
つ
い
て
重
要
で
は
な
い
。

　
（
ⅱ
）　

算
入
の
指
示

　
　
（
ａ
）　

時
期

　

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
算
入
の
義
務
は
、
法
に
よ
っ
て
当
然
に
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
被
相
続
人
に
よ
り
算
入
の
定
め
が
さ
れ
な
け
れ

一
〇
五
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先
取
り
相
続
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定

ば
な
ら
な
い
。
算
入
の
定
め
は
、受
領
を
要
す
る
一
方
的
意
思
表
示
（einseitige em
pfangsbedürftige W

illenserklärung

）
で
あ
り
、

出
捐
の
時
ま
た
は
出
捐
の
前
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
₃₄
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
算
入
の
指
示
は
、
法
が
当
然
に
は
予
定
し
な
い
遺
留
分
の
侵
害
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
た
め
、
原
則
的
に
出
捐
の
受

領
後
、
事
後
的
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
例
外
的
に
次
の
場
合
に
は
事
後
的
な
算
入
の
指
示
も
許
さ
れ
る
も

の
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
相
続
人
と
遺
留
分
権
利
者
と
の
間
で
、
相
続
放
棄
契
約
ま
た
は
遺
留
分
放
棄
契
約）
₃₅
（

の
方
式
に
お
い
て
算
入
の

指
示
が
さ
れ
た
場
合）
₃₆
（

、
第
二
三
三
三
条
以
下
に
基
づ
く
遺
留
分
剥
奪
の
要
件
が
存
在
す
る
場
合）
₃₇
（

、
あ
る
い
は
、
被
相
続
人
に
よ
る
事
後
的
な

算
入
の
指
示
が
、
相
続
人
に
指
定
さ
れ
た
権
利
者
の
遺
留
分
を
侵
害
し
な
い
場
合）
₃₈
（

で
あ
る
。

　
　
（
ｂ
）　

内
容

　

本
条
に
よ
る
指
示
は
、
遺
留
分
に
出
捐
を
算
入
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
示
は
、
ど
の
よ
う
に
経
済
上
の
価

額
を
遺
留
分
請
求
権
に
算
入
す
べ
き
か
を
具
体
的
に
定
め
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
原
則
的
に
は
、
こ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
厳
格
に
要
求
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る）
₃₉
（

。

　

指
示
は
、
た
と
え
ば
将
来
の
出
捐
を
考
慮
し
て
、
条
件
を
付
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
被
相
続
人
は
、
出
捐
の
と
き
に
算
入
を

事
後
の
時
点
に
留
保
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
被
相
続
人
は
、
出
捐
の
一
部
の
み
を
遺
留
分
に
算
入
さ
せ
る
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
も
で
き

る
）
₄₀
（

。

　

必
ず
し
も
算
入
指
示
の
時
点
で
、
遺
留
分
権
利
者
の
相
続
権
の
剥
奪
（E

nterbung

）
が
被
相
続
人
に
よ
り
意
図
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な

い
。
被
相
続
人
は
、
遺
留
分
権
利
者
の
相
続
権
を
剥
奪
す
る
可
能
性
を
考
慮
し
て
い
れ
ば
足
り
る
。

　

算
入
の
定
め
は
、
一
定
の
方
式
に
よ
る
必
要
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
出
捐
の
原
因
行
為
が
方
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
、
算

一
〇
六
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入
の
定
め
も
方
式
に
よ
る
必
要
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る）
₄₁
（

。
算
入
の
指
示
は
、
明
示
的
に
さ
れ
る
必
要

は
な
く
、
黙
示
的
な
も
の
で
足
り
る
。

　
　
（
ｃ
）　

効
力
の
発
生

　

算
入
の
指
示
の
効
力
が
生
じ
る
た
め
に
は
、
そ
の
意
思
表
示
が
受
益
者
に
到
達
す
る
こ
と
を
要
す
る
が
、
こ
れ
に
加
え
、
算
入
の
指
示
が

受
益
者
に
﹁
認
識
さ
れ
て
い
る
（zum

 B
ew

usstsein gekom
m

en ist

）﹂
こ
と
ま
で
必
要
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
消
極
的
に
解
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
要
件
の
補
充
は
、
法
文
の
根
拠
を
欠
き
過
度
な
要
求
で
あ
る
と
す
る
が）
₄₂
（

、
積
極
的

に
解
す
る
見
解
が
多
数
で
あ
る
よ
う
で
あ
る）
₄₃
（

。
積
極
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
算
入
の
定
め
の
あ
る
出
捐
は
、
特
別
な
法
的
（
遺
留
分
を
制
限

さ
せ
る
）
性
質
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
性
質
は
遺
留
分
権
利
者
に
お
い
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
と
さ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
条
件
が
付
さ
れ
た
算
入
の
指
示
に
お
い
て
も
こ
れ
は
適
切
に
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
、
ま
た
、
と
く
に
黙
示
的
な
算
入

の
指
示
の
と
き
に
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
出
捐
受
領
者
に
よ
り
指
示
が
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
効
力
発
生
の
要
件
で

は
な
い
。

　
　
（
ｄ
）　

立
証
責
任

　

算
入
の
指
示
に
つ
き
、
立
証
責
任
は
相
続
人
に
帰
せ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
出
捐
時
ま
た
は
出
捐
前
の
算
入
の
指
示
は
、
黙
示
的
に
な
さ

れ
得
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
状
況
に
よ
っ
て
は
、
指
示
が
な
さ
れ
た
か
、
遺
留
分
権
利
者
に
指
示
が
到
達
し
、
認
識
さ
れ
た
か
否
か
の
立
証

は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
出
捐
の
程
度
が
大
き
い
と
き
は
、
一
応
の
証
明
（B

ew
eis des ersten A

nscheins

）
に
よ
り
、
相
続
人
の

立
証
責
任
が
緩
和
さ
れ
る
か
が
考
慮
さ
れ
得
る
と
の
見
解
が
み
ら
れ
る）
₄₄
（

一
方
で
、
多
く
の
場
合
、
判
例
は
こ
れ
に
否
定
的
で
あ
る
こ
と
が
指

一
〇
七
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先
取
り
相
続
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定

摘
さ
れ
て
い
る）
₄₅
（

。

　

被
相
続
人
に
よ
る
算
入
の
指
示
が
事
後
に
取
り
消
さ
れ
た
と
き
（
註
34
参
照
）
は
、
指
示
の
取
消
し
に
つ
き
、
遺
留
分
権
利
者
が
立
証
責

任
を
負
う
。

　
（
ⅲ
）　

拒
絶
の
な
い
こ
と

　

遺
留
分
権
利
者
は
、
算
入
の
定
め
の
効
力
発
生
を
阻
止
し
た
い
と
き
は
、
出
捐
自
体
を
拒
絶
す
る
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、
出
捐
が
受
領
さ

れ
た
と
き
は
、
算
入
に
同
意
し
た
か
否
か
は
重
要
で
は
な
い
。
算
入
に
対
す
る
異
議
は
無
効
で
あ
る
。

（
３
）　

遺
留
分
請
求
額
の
算
定

　

本
条
第
二
項
第
一
文
に
よ
れ
ば
、
算
入
は
、
算
入
義
務
者
の
遺
留
分
を
実
際
の
遺
産
か
ら
算
定
し
、
そ
こ
か
ら
確
定
さ
れ
た
生
前
の
出
捐

の
額
を
控
除
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
実
際
の
遺
産
と
出
捐
の
合
計
額
か
ら
み
な
し
遺
産
が
算
定
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
出
捐
が

控
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
遺
留
分
権
利
者
の
遺
留
分
が
算
定
さ
れ
る
。
立
法
者
は
、
本
条
を
規
定
す
る
際
、
受
益
者
の
た
め
に
、
実
際
の
遺

産
は
、
出
捐
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
出
捐
さ
れ
た
額
の
分
だ
け
増
加
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
留
分

の
算
定
は
、
次
の
三
つ
の
段
階
を
踏
む
。
ま
ず
、
算
入
の
対
象
と
な
る
生
前
の
出
捐
を
遺
産
に
加
算
す
る
。
そ
の
後
、
計
算
上
の
遺
産
全
体

か
ら
計
算
上
の
遺
留
分
請
求
権
が
確
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
遺
留
分
か
ら
出
捐
が
控
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

算
入
義
務
に
基
づ
く
遺
留
分
算
定
の
計
算
式
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る）
₄₆
（

。
な
お
、
計
算
式
に
お
い
て
、
Ｐ
＝
出
捐
受
領
者
の
実
質
的
な
遺

留
分
請
求
権
、
Ｎ
＝
相
続
開
始
時
の
純
遺
産
、
Ｚ
＝
算
入
義
務
の
あ
る
出
捐
、
お
よ
び
Ｑ
＝
遺
留
分
権
利
者
の
法
定
相
続
分
の
割
合
を
そ
れ

ぞ
れ
指
す
。

一
〇
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複
数
の
算
入
義
務
者
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
各
遺
留
分
権
利
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
算
入
の
定
め
が
あ
る
か
ぎ
り
、
出
捐
物
を
算
入
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
、
実
際
の
遺
産
お
よ
び
個
々
の
出
捐
物
の
総
計
か
ら
、
す
べ
て
の
遺
留
分
権
利
者
に
と
っ
て
統
一
の
み
な

し
遺
産
を
算
出
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
遺
留
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
留
分
権
利
者
の
た
め
に
算
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し

ろ
、
各
算
入
義
務
者
の
遺
留
分
請
求
権
は
、
算
入
義
務
者
ご
と
に
、
実
際
の
遺
産
お
よ
び
ま
さ
に
当
該
算
入
義
務
者
が
受
け
取
っ
た
出
捐
の

総
計
か
ら
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
₄₇
（

。
し
た
が
っ
て
、
複
数
の
算
入
義
務
者
が
存
す
る
遺
留
分
算
定
に
お
い
て
は
、
算
入
義
務
者
ご
と

に
異
な
る
み
な
し
遺
産
が
算
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

た
と
え
ば
、被
相
続
人
に
遺
留
分
権
利
者
と
し
て
子
Ａ
、Ｂ
お
よ
び
Ｃ
が
お
り
、家
族
で
は
な
い
Ｘ
が
相
続
人
に
指
定
（E

rbeinsetzung

）

さ
れ
て
い
る
。
遺
産
の
価
額
は50000€
で
あ
り
、
Ａ
は10000€

の
出
捐
物
、
Ｂ
は4000€

の
出
捐
物
を
そ
れ
ぞ
れ
被
相
続
人
か
ら
そ
の
生
前

に
受
領
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
算
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
Ａ
、
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
の
遺
留
分
は
、
次
の
よ
う
に
算
定
さ
れ
る）
₄₈
（

。

　

Ａ
の
遺
留
分
＝︷（50000€

＋10000€

）／2

・3 

︸－10000€
＝0€

　

Ｂ
の
遺
留
分
＝︷（50000€

＋40000€

）／2

・3 

︸－4000€

＝5000€

　

Ｃ
の
遺
留
分
＝50000€／

2

・3

＝約
8333€

　

Ａ
、
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
捐
お
よ
び
遺
留
分
を
考
慮
す
る
と
、
Ａ
、
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
は
、
算
入
が
指
示
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
受
け
取
る
額
が
異
な
っ
て
い
る
（A

＝10000€, B

＝4000€
＋5000€

＝9000€, C

＝
約8333€

）。
こ
の
よ
う
な

一
〇
九
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先
取
り
相
続
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定

帰
結
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
立
法
者
が
遺
留
分
算
定
の
際
、
算
入
義
務
者
の
た
め
に
の
み
、
出
捐
を
算
入
し
た
み
な
し
遺
産
を
前
提

と
し
、
一
方
で
当
該
出
捐
を
そ
の
ほ
か
の
遺
留
分
権
利
者
の
遺
留
分
の
算
定
の
際
に
は
考
慮
し
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る）
₄₉
（

。

　

な
お
、
出
捐
の
価
額
が
本
条
第
二
項
に
よ
り
算
入
義
務
者
に
帰
属
す
る
遺
留
分
の
価
額
を
上
回
る
と
き
で
も
、
受
益
者
は
そ
れ
を
持
ち
戻

す
必
要
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
法
文
上
の
明
確
な
定
め
は
存
し
な
い
が
、
こ
こ
で
は
不
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る）
₅₀
（

。

第
二
款　

調
整
義
務
お
よ
び
調
整
・
算
入
義
務－

第
二
三
一
六
条
第
一
項
・
第
四
項

（
１
）　

総
論

　

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
第
二
三
一
六
条
は
、
第
二
三
一
一
条
に
定
め
る
原
則
の
例
外
と
し
て
（
前
款
（
１
）
参
照
）、
生
前
の
出
捐
お

よ
び
後
述
す
る
第
二
〇
五
七
条
ａ
の
意
味
に
お
け
る
給
付
が
存
す
る
と
き
の
遺
留
分
へ
の
影
響
を
定
め
て
い
る
。
本
条
は
、
第
一
項
に
お
い

て
調
整
義
務
が
あ
る
場
合
を
、第
四
項
に
お
い
て
調
整
義
務
お
よ
び
算
入
義
務
が
あ
る
場
合
の
遺
留
分
の
算
定
方
法
を
規
定
す
る
。
規
定
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

∧
第
二
三
一
六
条
：
調
整
義
務
∨

第
一
項　

 

数
人
の
直
系
卑
属
が
存
在
し
、
そ
の
間
で
、
法
定
相
続
の
場
合
に
は
被
相
続
人
の
出
捐
又
は
第
二
〇
五
七
条
ａ
に
掲
げ
る
性
質
の

給
付
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
直
系
卑
属
の
遺
留
分
は
、
分
割
の
際
に
調
整
義
務
を
考
慮
し
て
法
定
相
続
分
に
計

算
し
た
で
あ
ろ
う
も
の
に
基
づ
き
定
め
る
。
相
続
放
棄
契
約
に
よ
り
法
定
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
た
直
系
卑
属
は
、
算
定
の
際
、
考

慮
さ
れ
な
い
。

第
二
項　

 （
略
）。

一
一
〇
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第
三
項　

 （
略
）。

第
四
項　

 

第
一
項
に
基
づ
き
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
出
捐
が
同
時
に
第
二
三
一
五
条
に
基
づ
き
遺
留
分
に
算
入
す
る
も
の
と
さ
れ
る
と
き

は
、
価
額
の
半
分
の
み
を
算
入
す
る
。

　

ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
第
二
〇
五
〇
条
以
下
に
お
い
て
相
続
人
に
対
す
る
被
相
続
人
か
ら
の
出
捐
を
、
ま
た
、
第
二
〇
五
七
条
ａ
に
お
い
て

相
続
人
か
ら
被
相
続
人
へ
の
給
付
を
調
整
（A

usgleichung

）
す
べ
き
旨
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
被
相
続
人
の
推
定
さ
れ

る
意
思
、
す
な
わ
ち
、
直
系
卑
属
を
平
等
に
扱
う
つ
も
り
で
あ
る
と
の
意
思
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
調
整
は
、
原
則

的
に
法
定
相
続
時
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
調
整
当
事
者
は
直
系
卑
属
の
み
で
あ
る
（
第
二
〇
五
〇
条
第
一
項）
₅₁
（

・
第
二
〇

五
七
条
ａ
第
一
項）
₅₂
（

）。
調
整
に
よ
り
、
第
一
九
二
四
条
以
下
に
基
づ
く
相
続
分
の
割
合
は
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
条
は
、
遺
留
分
の

算
定
に
あ
た
っ
て
、
法
定
相
続
で
あ
れ
ば
遺
留
分
権
利
者
が
こ
の
よ
う
な
直
系
卑
属
間
の
調
整
義
務
を
考
慮
し
て
受
け
取
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
調
整
相
続
分
を
基
礎
と
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
第
二
三
一
六
条
の
枠
内
に
お
い
て
も
、
遺
留
分
権

を
法
定
相
続
権
に
可
能
な
限
り
適
合
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る）
₅₃
（

。

　

原
則
的
に
は
、
調
整
に
よ
っ
て
相
続
人
の
遺
留
分
負
担
を
加
重
ま
た
は
減
免
す
る
よ
う
に
遺
留
分
請
求
権
の
総
計
額
が
変
動
す
る
わ
け
で

は
な
く
、
遺
留
分
の
移
動
な
い
し
再
分
配
が
な
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い）
₅₄
（

。
本
条
第
一
項
は
、
直
系
卑
属
の
遺
留
分
に
関
す
る
一
般
的
な
算
定
規

定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
定
相
続
で
あ
れ
ば
調
整
権
利
者
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
遺
留
分
権
利
者
で
あ
る
（
相
続
権
を
剥
奪
さ
れ
た
）
直
系
卑

属
の
有
利
に
の
み
な
ら
ず
、
相
続
権
を
剥
奪
さ
れ
た
一
人
ま
た
は
複
数
の
直
系
卑
属
が
調
整
さ
れ
る
べ
き
出
捐
ま
た
は
第
二
〇
五
七
条
ａ
の

意
味
で
の
給
付
を
主
張
す
る
と
き
は
、
そ
の
不
利
益
に
も
作
用
す
る
こ
と
に
な
る）
₅₅
（

。

一
一
一
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（
２
）　

個
別
要
件

　
（
ⅰ
）　

複
数
の
直
系
卑
属
の
存
在

　

本
条
第
一
項
に
基
づ
く
調
整
に
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
に
複
数
の
直
系
卑
属
が
存
在
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
調
整
義
務

者
ま
た
は
調
整
権
利
者
と
な
り
得
る
遺
留
分
権
利
者
自
身
の
ほ
か
に
、
少
な
く
と
も
一
人
以
上
の
直
系
卑
属
が
被
相
続
人
の
死
亡
時
に
生
存

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

複
数
の
直
系
卑
属
が
、
法
定
相
続
を
仮
定
し
た
場
合
に
相
続
人
と
し
て
の
資
格
を
有
し
て
い
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
は
、
相
続
開
始
時
に
生
存

し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
時
点
で
懐
胎
さ
れ
て
お
り
（
第
一
九
二
三
条
第
二
項）
₅₆
（

）、
法
定
相
続
分
の
確
定
に
お
い
て
と
も

に
考
慮
さ
れ
る
者
を
前
提
と
し
て
い
る）
₅₇
（

。
そ
の
ほ
か
の
直
系
卑
属
が
単
独
で
相
続
す
る
か
、
第
三
者
と
並
ん
で
相
続
人
と
な
る
か
は
重
要
で

は
な
い
。

　

第
二
三
一
〇
条
第
一
文）
₅₈
（

に
よ
り
、
相
続
権
剥
奪
、
放
棄
（A

usschlagung

）、
ま
た
は
相
続
欠
格
宣
告
を
理
由
に
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
た

直
系
卑
属）
₅₉
（

ま
た
は
調
整
さ
れ
る
べ
き
出
捐
に
よ
り
遺
留
分
を
消
尽
さ
れ
た
直
系
卑
属
も
ま
た
、
と
も
に
考
慮
さ
れ
得
る
。
す
な
わ
ち
、
複
数

の
直
系
卑
属
が
実
際
に
相
続
人
と
な
る
こ
と
ま
で
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
調
整
は
仮
定
的
に
な
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
遺
留
分
権
利
者
は
、
遺
留
分
の
縮
減
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
ほ
か
の
直
系
卑
属
の
遺
留
分
を
増
加
さ
せ
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
例
外
的
に
調
整
は
、
ほ
か
の
直
系
卑
属
の
有
利
ま
た
は
不
利
益
に
作
用
す
る
の
で
は
な
く
、
遺
留

分
債
務
者
（P
flichtteilsschuldner

）
と
し
て
の
相
続
人
の
負
担
を
軽
減
し
、
ま
た
は
負
担
を
加
重
す
る
こ
と
に
な
る）
₆₀
（

。
こ
れ
に
対
し
、

同
条
第
一
項
第
二
文
に
よ
り
、
相
続
放
棄
契
約
（E

rbverzicht

）
に
よ
り
法
定
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
た
直
系
卑
属
は
、
遺
留
分
の
算
定
に

お
い
て
考
慮
さ
れ
な
い
。
放
棄
の
効
力
が
及
ぶ
限
り
で
、
相
続
放
棄
者
の
直
系
卑
属
も
同
様
で
あ
る
（
第
二
三
四
九
条）
₆₁
（

）。

　

ま
た
、
た
と
え
ば
遺
留
分
を
放
棄
し
、
ま
た
は
遺
留
分
が
有
効
に
剥
奪
さ
れ
た
場
合
の
よ
う
に
、
具
体
的
事
案
に
お
い
て
そ
の
直
系
卑
属

一
一
二
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に
遺
留
分
請
求
権
が
帰
属
し
て
い
た
か
否
か
は
問
わ
れ
な
い
。

　
（
ⅱ
）　

調
整
義
務
の
対
象
と
な
る
出
捐
お
よ
び
給
付

　

本
条
第
一
項
は
、
法
定
相
続
を
仮
定
す
れ
ば
、
被
相
続
人
の
出
捐
ま
た
は
第
二
〇
五
七
条
ａ
に
定
め
る
性
質
の
給
付
が
調
整
さ
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
こ
と
も
要
件
と
し
て
い
る
。

　

調
整
さ
れ
る
べ
き
被
相
続
人
か
ら
の
出
捐
は
、
第
二
〇
五
〇
条
に
よ
れ
ば
、
生
計
の
資
本
（
同
条
第
一
項
）、
補
助
金
お
よ
び
職
業
準
備

教
育
の
費
用
（
同
条
第
二
項
）
な
ら
び
に
被
相
続
人
が
出
捐
の
際
に
調
整
義
務
を
負
う
旨
表
示
し
た
そ
の
ほ
か
の
出
捐
（
同
条
第
三
項
）
と

さ
れ
る
。

　

第
二
三
一
五
条
と
本
条
の
目
的
設
定
お
よ
び
効
果
の
違
い
か
ら
、
両
規
定
に
お
け
る
出
捐
の
概
念
は
統
一
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
受
益
者
に
出
捐
に
対
す
る
請
求
権
が
存
し
な
い
被
相
続
人
の
任
意
に
よ
る
出
捐
の
み
な
ら
ず
、
出
捐
に
よ
っ
て

法
定
の
義
務
が
果
た
さ
れ
る
給
付
も
ま
た
本
条
の
対
象
と
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が）
₆₂
（

、
第
二
三
一
五
と
本
条
に
お
け
る
出
捐
概
念
は
ど
ち

ら
も
任
意
に
よ
る
出
捐
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
旨
の
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る）
₆₃
（

。

　

第
二
〇
五
〇
条
第
三
項
に
お
け
る
出
捐
は
、
同
条
の
前
二
項
と
異
な
り
、
被
相
続
人
が
調
整
の
指
示
を
す
る
こ
と
に
よ
り
初
め
て
調
整
す

る
義
務
が
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
被
相
続
人
は
、
出
捐
が
法
定
相
続
人
お
い
て
の
み
調
整
義
務
を
課
す
も
の
で
あ
り
、
直
系
卑
属
の
遺
留

分
の
算
定
時
に
は
調
整
義
務
を
課
す
も
の
で
は
な
い
と
表
示
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
る）
₆₄
（

。
な
お
、
法
に
よ
る
調
整
義
務
を
負
う
も
の
で
は

な
い
出
捐
に
つ
い
て
、
被
相
続
人
が
す
で
に
調
整
の
指
示
を
し
て
い
る
と
き
は
、
被
相
続
人
は
、
調
整
権
利
者
で
あ
る
直
系
卑
属
か
ら
事
後

的
に
一
度
生
じ
た
遺
留
分
の
増
加
に
関
す
る
権
利
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　

直
系
卑
属
に
よ
る
被
相
続
人
へ
の
特
別
給
付
も
ま
た
、
本
条
に
お
け
る
調
整
義
務
の
対
象
と
な
り
得
る
。
第
二
〇
五
七
条
ａ
に
よ
れ
ば
、

一
一
三
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長
期
に
わ
た
る
被
相
続
人
の
家
政
、
職
業
も
し
く
は
事
業
に
お
け
る
共
働
、
多
額
の
金
銭
給
付
ま
た
は
そ
の
ほ
か
の
方
法
に
よ
る
給
付
、
な

ら
び
に
介
護
給
付
が
対
象
と
な
る
。

（
３
）　

遺
留
分
の
算
定

　

本
条
第
一
項
に
よ
り
、
調
整
義
務
が
あ
る
と
き
の
遺
留
分
（
調
整
遺
留
分
）
は
、
分
割
の
際
に
法
定
相
続
分
を
基
礎
と
し
て
調
整
義
務
を

考
慮
し
て
算
出
さ
れ
た
も
の
（
調
整
相
続
分
）
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
条
に
よ
る
調
整
遺
留
分
の
算
定
の
た
め
に
は
、

第
一
に
調
整
相
続
分
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
調
整
当
事
者
と
な
る
の
は
直
系
卑
属
の
み
で
あ
る
た
め
（
被
相
続
人
の
出
捐
に
つ
き

第
二
〇
五
〇
条
第
一
項
、
直
系
卑
属
の
給
付
に
つ
き
第
二
〇
五
七
条
ａ
第
一
項
）、
ほ
か
の
遺
留
分
権
利
者
、
た
と
え
ば
被
相
続
人
の
生
存

配
偶
者
の
遺
産
に
対
す
る
持
分
は
あ
ら
か
じ
め
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

調
整
相
続
分
の
算
定
に
お
い
て
、
調
整
の
対
象
と
な
る
出
捐
の
す
べ
て
が
、
給
付
時
に
お
け
る
価
額
を
も
っ
て
遺
産
に
加
算
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
右
の
と
お
り
、
加
算
さ
れ
る
対
象
は
、
直
系
卑
属
に
帰
属
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
遺
産
部
分
で
あ
る
。
調
整
義
務
の
あ
る
出
捐

の
加
算
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
み
な
し
遺
産
は
、
直
系
卑
属
の
人
数
に
よ
り
除
算
さ
れ
る
。
こ
こ
で
算
出
さ
れ
た
額
は
、
調
整
権
利
者
で
あ

る
直
系
卑
属
の
調
整
相
続
分
と
な
り
、
一
方
で
調
整
義
務
者
で
あ
る
直
系
卑
属
は
さ
ら
に
出
捐
の
価
額
が
控
除
さ
れ
る
（
第
二
〇
五
五
条）
₆₅
（

）。

こ
の
よ
う
に
し
て
算
出
さ
れ
た
調
整
相
続
分
の
半
分
が
、本
条
第
一
項
に
基
づ
く
調
整
遺
留
分
と
な
る
。
調
整
義
務
者
で
あ
る
直
系
卑
属
が
、

出
捐
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
た
遺
留
分
よ
り
も
多
く
を
受
け
取
っ
て
い
た
と
き
で
も
、
剰
余
額
を
持
ち
戻
す
義
務
を
負
わ
な
い
（
第
二
〇
五
六

条
））
₆₆
（

。

　

被
相
続
人
か
ら
の
出
捐
に
よ
る
調
整
遺
留
分
の
計
算
式
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る）
₆₇
（

。
な
お
、
算
定
式
に
お
い
て
、
Ｐ
＝
調
整
遺
留
分
、
Ｎ

＝
調
整
義
務
の
あ
る
直
系
卑
属
に
帰
属
す
る
遺
産
価
額
、
Ｚ
＝
す
べ
て
の
調
整
義
務
の
あ
る
直
系
卑
属
へ
の
出
捐
の
総
計
、
Ｔ
＝
各
直
系
卑

一
一
四
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属
に
よ
り
調
整
さ
れ
る
べ
き
出
捐
、
お
よ
び
Ｑ
＝
直
系
卑
属
の
数
を
指
す
。

　

P

＝1／
2[︷（N

＋Z

）／
Q

︸－
T]

　

出
捐
の
調
整
で
は
な
く
、
第
二
〇
五
七
条
ａ
に
掲
げ
る
性
質
の
給
付
が
問
題
と
な
る
と
き
は
、
第
二
〇
五
七
条
ａ
第
四
項）
₆₈
（

に
基
づ
き
調
整

相
続
分
を
算
定
す
る
。
こ
こ
で
は
、
出
捐
と
は
反
対
に
、
調
整
の
当
事
者
に
帰
属
す
る
遺
産
の
価
額
か
ら
調
整
額
が
控
除
さ
れ
る
。
調
整
額

の
控
除
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
み
な
し
遺
産
は
、
直
系
卑
属
の
数
に
よ
り
除
算
さ
れ
る
。
こ
こ
で
算
出
さ
れ
た
額
は
、
調
整
義
務
者
で
あ
る
直

系
卑
属
の
調
整
相
続
分
と
な
る
。
一
方
で
、
調
整
請
求
権
者
で
あ
る
直
系
卑
属
は
、
調
整
額
が
加
算
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
算
出
さ
れ
た
調
整

相
続
分
の
半
分
が
調
整
遺
留
分
で
あ
る
。
な
お
、
多
数
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
第
二
〇
五
七
条
ａ
第
三
項
に
よ
り
、
遺
産
の
価
額
を
考
慮
し
て

調
整
額
が
算
定
さ
れ
る
た
め
、
同
条
に
基
づ
く
調
整
請
求
権
に
よ
り
遺
産
の
半
分
を
使
い
果
た
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る）
₆₉
（

。

ま
た
、
遺
産
が
価
値
を
有
さ
な
い
と
き
は
、
調
整
は
行
わ
れ
な
い
。

　
（
ⅰ
）　

調
整
義
務
の
み
の
場
合
（
第
一
項
）

　
　
（
ａ
）　

被
相
続
人
か
ら
の
出
捐
の
あ
る
と
き

　

た
と
え
ば
、
被
相
続
人
に
は
遺
留
分
権
利
者
と
し
て
三
人
の
子
Ａ
、
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
が
い
る
と
す
る
。
家
族
で
は
な
い
Ｘ
が
相
続
人
と
し
て

指
定
さ
れ
て
お
り
、
遺
産
の
価
額
は50000€

で
あ
る
。
Ａ
は10000€

の
生
計
の
資
本
を
、
Ｂ
は6000€

の
生
計
の
資
本
を
そ
れ
ぞ
れ
調
整
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
Ａ
、
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
の
遺
留
分
は
次
の
よ
う
に
算
定
さ
れ
る）
₇₀
（

。

一
一
五
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先
取
り
相
続
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定

　

み
な
し
遺
産
＝50000€

＋10000€

＋6000€

＝66000€
　

Ａ
、
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
の
み
な
し
相
続
分
＝66000／

3

＝22000€

　

Ａ
の
調
整
相
続
分
＝22000€－

10000€

＝12000€

　

Ｂ
の
調
整
相
続
分
＝22000€－

6000€

＝16000€

　

Ｃ
の
調
整
相
続
分
＝22000€

　

Ａ
の
調
整
遺
留
分
＝12000€／

2

＝6000€

　

Ｂ
の
調
整
遺
留
分
＝16000€／

2

＝8000€

　

Ｃ
の
調
整
遺
留
分
＝22000€／

2
＝11000€

　

以
上
の
事
例
か
ら
、
Ａ
、
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
の
遺
留
分
の
総
計
は
、
調
整
義
務
の
有
無
に
左
右
さ
れ
な
い
こ
と
が
分
か
る
（
調
整
義
務
が
な
い

場
合
の
総
計
＝（50000€／

6

）×3

＝25000€

。
事
例
に
お
け
る
調
整
遺
留
分
の
総
計
＝6000€

＋8000€

＋11000€

＝25000€

）。
し
か
し
、

Ａ
、
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
が
全
体
と
し
て
受
領
す
る
価
額
（
＝
出
捐
額
＋
調
整
遺
留
分
）
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
。

　

法
定
相
続
に
お
い
て
、
第
二
〇
五
〇
条
以
下
の
規
定
が
直
接
適
用
さ
れ
る
調
整
の
と
き
に
は
、
直
系
卑
属
の
完
全
に
同
様
の
地
位
が
実
現

さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
条
に
お
け
る
調
整
機
能
は
、
こ
れ
と
同
じ
役
割
を
完
全
に
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
相
違
は
、
調

整
が
（
第
二
三
一
五
条
に
基
づ
く
算
入
に
対
し
て
）
擬
制
の
法
定
相
続
分
に
対
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
遺
留
分
の
算
定
時
に
な
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
お
よ
び
Ｂ
に
は
、
は
じ
め
か
ら
出
捐
額
の
半
分
（
＝5000€

な
い
し3000€

）
が
残

さ
れ
て
お
り
、
残
り
の
半
分
に
つ
い
て
の
み
Ａ
、
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
間
で
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い）
₇₁
（

。

一
一
六
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（
ｂ
）　

被
相
続
人
へ
の
給
付
の
あ
る
と
き

　

被
相
続
人
に
は
、
単
独
相
続
人
と
し
て
そ
の
配
偶
者
Ｗ
と
二
人
の
子
Ａ
お
よ
び
Ｂ
が
い
る
。
Ａ
は10000€

の
生
前
贈
与
を
調
整
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、Ｂ
は
、被
相
続
人
の
生
前
に
、被
相
続
人
に
対
し
て
第
二
〇
五
七
条
ａ
の
意
味
で
の
給
付
（
調
整
額
と
し
て8000€

）
を
し
た
。

遺
産
の
価
額
は80000€

で
あ
り
、
被
相
続
人
と
そ
の
配
偶
者
の
夫
婦
財
産
制
は
、
剰
余
共
同
制
で
あ
っ
た
と
す
る）
₇₂
（

。

　

調
整
当
事
者
は
直
系
卑
属
に
限
ら
れ
る
た
め
、
以
上
の
事
例
に
お
け
る
遺
留
分
の
算
定
に
は
、
さ
し
あ
た
り
、
遺
産
の
価
額
か
ら
法
定
の

配
偶
者
相
続
分
（
＝
第
一
九
三
一
条
第
一
項
、第
一
三
七
一
条
第
一
項
に
基
づ
き40000€

）
が
控
除
さ
れ
る
（80000€－

40000€

＝40000€

）。

そ
の
後
の
計
算
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

み
な
し
遺
産
＝40000€

＋10000€－
8000€

＝42000€

　

Ａ
お
よ
び
Ｂ
の
み
な
し
相
続
分
＝42000€／

2
＝21000€

　

Ａ
の
調
整
相
続
分
＝21000€－
10000€

＝11000€

　

Ｂ
の
調
整
相
続
分
＝21000€

＋8000€

＝29000€

　

Ａ
の
調
整
遺
留
分
＝11000€／

2

＝5500€

　

Ｂ
の
調
整
遺
留
分
＝29000€／

2

＝14500€

　
（
ⅱ
）　

調
整
義
務
お
よ
び
算
入
義
務
の
あ
る
場
合
（
第
四
項
）

　

本
条
第
四
項
に
よ
れ
ば）
₇₃
（

、
第
一
項
に
基
づ
き
調
整
さ
れ
る
べ
き
出
捐
が
、
同
時
に
第
二
三
一
五
条
第
一
項
に
お
け
る
算
入
の
対
象
と
な
る

と
き
は
、
遺
留
分
へ
の
算
入
は
、
出
捐
の
半
分
の
価
額
に
限
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
受
益
者
は
、
す
で
に
調
整
に
お
い
て
そ
の

一
一
七
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出
捐
の
半
分
の
価
額
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）
₇₄
（

。
こ
こ
で
、
な
お
出
捐
全
体
の
価
額
が
算
入
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
受
益
者
は
、
出
捐

価
額
の
一
・
五
倍
の
額
の
控
除
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
受
益
者
は
出
捐
を
受
け
て
い
な
い
と
き
よ
り
も
不
利
益
を
被
る
こ
と
に
な

る
）
₇₅
（

。

　

支
配
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
出
捐
が
調
整
と
同
時
に
算
入
の
義
務
の
対
象
と
な
る
と
き
は
、
第
一
に
本
条
に
基
づ
く
調
整
の
手
続
き
が
な

さ
れ
る）
₇₆
（

。
続
い
て
、
調
整
義
務
を
考
慮
し
て
算
出
さ
れ
た
調
整
遺
留
分
か
ら
、
算
入
の
定
め
を
さ
れ
た
出
捐
の
価
額
の
半
分
が
控
除
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　

た
と
え
ば
、
被
相
続
人
に
は
子
Ａ
、
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
が
お
り
、
Ａ
は10000€

の
生
計
の
資
本
を
受
け
取
っ
て
い
た
と
す
る
。
家
族
で
は
な

い
Ｘ
が
相
続
人
と
し
て
指
定
さ
れ
て
お
り
、
遺
産
の
価
額
は50000€

で
あ
る
。
被
相
続
人
が
出
捐
の
と
き
に
、
遺
留
分
に
算
入
す
る
旨
の

指
示
を
し
て
い
た
と
す
る
と
、
Ａ
、
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
の
遺
留
分
は
次
の
よ
う
に
算
定
さ
れ
る）
₇₇
（

。

　

み
な
し
遺
産
＝50000€

＋10000€

＝60000€

　

Ａ
、
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
の
み
な
し
相
続
分
＝60000€／

3
＝20000€

　

Ａ
の
調
整
相
続
分
＝20000€－

10000€

＝10000€

　

Ｂ
お
よ
び
Ｃ
の
調
整
相
続
分
＝20000€

　

Ａ
の
調
整
遺
留
分
＝10000€／

2

＝5000€

　

Ｂ
お
よ
び
Ｃ
の
調
整
遺
留
分
＝20000€／

2

＝10000€

　

算
入
後
の
Ａ
の
遺
留
分
＝5000€－

10000€／
2

＝－
5000€

（0€

）

一
一
八
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直
系
卑
属
と
と
も
に
配
偶
者
が
遺
留
分
権
利
者
と
な
る
場
合
の
本
条
第
四
項
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
長
ら
く
議
論
さ
れ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
第
二
三
一
五
条
に
基
づ
く
算
入
の
と
き
は
、
遺
産
全
体
に
つ
き
算
入
義
務
の
対
象
と
な
る
出
捐
の
額
が
加
算
さ
れ
る
の
に
対
し

て
、
本
条
第
一
項
に
基
づ
く
調
整
の
と
き
は
、
直
系
卑
属
に
帰
属
し
た
で
あ
ろ
う
遺
産
部
分
に
の
み
調
整
義
務
の
対
象
と
な
る
出
捐
の
額
が

加
算
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
生
じ
る
矛
盾
を
法
は
解
決
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
直
系
卑
属
と
配
偶
者
と
が
と
も

に
遺
留
分
権
利
者
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
の
特
別
規
定
は
存
し
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
民
法
典
施
行
以
来
広
く
学
説
か
ら
批
判
が

な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
今
日
で
は
一
般
的
に
配
偶
者
の
存
否
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
本
条
第
四
項
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る）
₇₈
（

。
直
系

卑
属
と
と
も
に
配
偶
者
が
遺
留
分
権
利
者
と
な
る
と
き
は
、
第
一
に
配
偶
者
に
帰
属
す
る
遺
産
部
分
を
控
除
し
、
直
系
卑
属
に
残
さ
れ
た
遺

産
部
分
を
基
礎
と
し
て
、
遺
留
分
を
算
定
す
る
こ
と
に
な
る）
₇₉
（

。

　
（
ⅲ
）　

調
整
義
務
の
み
の
対
象
と
な
る
出
捐
・
給
付
お
よ
び
算
入
義
務
の
み
の
対
象
と
な
る
出
捐
の
あ
る
場
合

　

調
整
義
務
の
対
象
と
な
る
出
捐
ま
た
は
給
付
と
算
入
義
務
の
対
象
と
な
る
出
捐
が
競
合
す
る
と
き
は
、
本
条
第
四
項
の
適
用
対
象
で
は
な

い
。
こ
の
場
合
は
、
算
入
と
調
整
と
が
同
じ
よ
う
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
第
二
三
一
五
条
お
よ
び
本
条
第
一
項
の
原

則
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
計
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）
₈₀
（

。
遺
留
分
の
算
定
の
際
、
調
整
手
続
き
は
、
算
入
手
続
き
に
組
み
込
ま
れ
、

次
の
よ
う
な
計
算
過
程
を
経
る
。
す
な
わ
ち
、
は
じ
め
に
、
調
整
の
義
務
を
負
う
直
系
卑
属
の
遺
留
分
が
確
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
算

入
義
務
者
の
遺
留
分
の
算
定
の
た
め
に
、
算
入
の
総
計
が
遺
産
全
体
に
加
算
さ
れ
る
。
続
い
て
、
調
整
に
関
与
し
な
い
相
続
人
に
帰
属
す
る

遺
産
価
額
が
控
除
さ
れ
、
み
な
し
遺
産
が
算
出
さ
れ
る
。
そ
れ
に
基
づ
き
調
整
が
な
さ
れ
、
最
後
に
、
各
出
捐
の
受
益
者
ご
と
に
算
入
義
務

の
対
象
と
な
る
出
捐
が
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

た
と
え
ば
、
被
相
続
人
に
は
単
独
相
続
人
に
指
定
し
た
配
偶
者
お
よ
び
遺
留
分
権
利
者
と
し
て
子
Ａ
・
Ｂ
が
い
る
と
す
る
。
Ａ
は
算
入
義

一
一
九
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務
の
対
象
と
な
る10000€

の
出
捐
を
受
け
、
Ｂ
は
調
整
義
務
の
対
象
と
な
る10000€

の
出
捐
を
受
け
て
い
る
。
遺
産
の
価
額
は80000€

で

あ
り
、
被
相
続
人
と
配
偶
者
は
夫
婦
財
産
制
と
し
て
剰
余
共
同
制
を
選
択
し
て
い
た
と
す
る）
₈₁
（

。

　

こ
の
場
合
、
Ｂ
の
遺
留
分
算
定
に
つ
い
て
、
Ａ
の
出
捐
を
算
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
Ｂ
の
調
整
遺
留
分

は
、
配
偶
者
相
続
分
を
控
除
し
た
遺
産
価
額
（
＝80000€－

40000€

＝40000€

）
を
基
礎
と
し
て
算
出
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、75000€

と

な
る
（
＝︷（40000€
＋10000€

）／2－
10000€

︸／2

）。

　

問
題
は
、
Ａ
の
遺
留
分
算
定
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
Ａ
は10000€

の
算
入
義
務
を
負
う
と
同
時
に
、
Ｂ
の
調
整
義
務
の
受
益
者
で
も
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
は
じ
め
に
、
算
入
義
務
の
対
象
と
な
る
出
捐
の
分
が
増
加
し
た
遺
産
全
体
（
＝80000€

＋10000€

＝90000

€

）
が
確
定
さ
れ
る
。
調
整
は
直
系
卑
属
間
で
の
み
な
さ
れ
る
た
め
、
調
整
の
際
に
基
礎
と
な
る
遺
産
部
分
は
、45000€

（
＝90000€／

2

）

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
Ａ
の
調
整
遺
留
分
と
し
て13750€

（
＝（45000€

＋10000€

）／2

・2

）
が
算
出
さ
れ
、
さ
ら
に
算
入
義
務
の
あ
る

10000€

の
出
捐
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
結
局
、
Ａ
の
遺
留
分
は3750€

と
な
る
。

第
二
節　

小
括

　

以
上
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
第
二
三
一
五
条
お
よ
び
第
二
三
一
六
条
は
、
被
相
続
人
か
ら
の
出
捐
（
ま
た
は
被
相
続
人
へ
の
給
付
）
の
遺

留
分
へ
の
影
響
を
定
め
て
い
る
。
両
者
は
、
算
入
さ
れ
る
べ
き
ま
た
は
調
整
さ
れ
る
べ
き
出
捐
が
遺
産
に
帰
属
し
て
い
た
も
の
と
し
て
、
生

存
者
間
の
出
捐
に
よ
る
相
続
人
ま
た
は
遺
留
分
権
利
者
の
優
遇
を
阻
止
す
る
点
に
お
い
て
、
同
一
の
目
的
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

も
っ
と
も
、
算
入
と
調
整
と
で
は
、
①
当
事
者
、
②
要
件
お
よ
び
③
効
果
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
相
違
が
み
ら
れ
る）
₈₂
（

。
す
な
わ
ち
、
①
当

事
者
に
つ
い
て
、
調
整
は
、
直
系
卑
属
間
で
の
み
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、
算
入
は
、
す
べ
て
の
遺
留
分
権
利
者
、
し
た
が
っ
て
、
被
相
続
人

の
配
偶
者
や
父
母
に
つ
い
て
も
考
慮
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
調
整
は
、
少
な
く
と
も
二
人
以
上
の
直
系
卑
属
が
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

一
二
〇
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が
、
一
方
で
算
入
は
、
遺
留
分
権
利
者
が
一
人
で
も
存
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
者
の
遺
留
分
請
求
権
は
減
少
さ
せ
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
。
②
要

件
に
つ
い
て
、
算
入
は
、
常
に
被
相
続
人
に
よ
る
（
例
外
を
除
き
、
遅
く
と
も
出
捐
と
同
時
の
）
算
入
の
指
示
を
要
す
る
が
、
調
整
は
、
原

則
的
に
法
に
よ
り
可
能
で
あ
る
。
③
効
果
に
つ
い
て
、
算
入
は
、
相
続
人
の
遺
留
分
の
履
行
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
当
然
に
そ
の
相
続
人
の

有
利
と
な
り
、
同
時
に
、
被
相
続
人
の
法
律
行
為
上
の
処
分
権
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
調
整
は
、
原
則
的
に
遺
留
分
権
利

者
で
あ
る
直
系
卑
属
間
に
お
い
て
、
遺
留
分
の
総
計
に
関
わ
り
な
く
各
遺
留
分
持
分
の
変
動
を
生
じ
る
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
第
一
に

ほ
か
の
遺
留
分
権
利
者
の
利
益
と
な
る
。
相
続
人
は
、
例
外
的
に
利
益
を
受
け
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
点
で
、
算
入
は
、
調
整
に
お
い
て
調

整
義
務
者
に
な
さ
れ
る
よ
り
も
、
一
層
徹
底
し
た
遺
留
分
請
求
権
の
減
少
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る）
₈₃
（

。

　

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
第
二
三
一
五
条
に
基
づ
く
算
入
は
、
被
相
続
人
の
指
示
の
内
容
が
遺
留
分
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要

す
る
と
こ
ろ
、
同
条
の
適
用
範
囲
を
過
度
に
制
限
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
配
慮
か
ら
、
内
容
に
関
し
て
高
度
な
基
準
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
も
起
因
し
て
、
被
相
続
人
に
よ
り
な
さ
れ
た
生
前
の
出
捐
が
、
遺
留
分
算
定
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る

か
、
す
な
わ
ち
、
第
二
三
一
五
条
第
一
項
（
算
入
）、
第
二
三
一
六
条
第
一
項
（
調
整
）
な
い
し
第
四
項
（
算
入
お
よ
び
調
整
）
の
い
ず
れ

を
適
用
す
べ
き
か
を
確
定
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

遺
留
分
へ
の
影
響
の
確
定
に
は
、
結
局
、
出
捐
に
お
け
る
被
相
続
人
の
意
思
が
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る）
₈₄
（

。
こ
こ
で
、
と

り
わ
け
算
入
に
と
っ
て
重
要
と
な
る
の
は
、
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
被
相
続
人
の
意
思
が
残
余
財
産
に
対
し
て
帰
属
す
る
受
益
者
の
遺
留

分
権
を
縮
減
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
か
否
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
出
捐
の
承
認
に
よ
り
当
該
遺
留
分
権
利
者
に
は
、﹁
そ
の
出
捐
以

上
の
も
の
を
与
え
な
い
﹂
ま
た
は
﹁
そ
の
出
捐
で
満
足
し
て
も
ら
う
﹂
と
の
指
示
は
、
算
入
と
み
な
さ
れ
る
（
算
入
の
推
定
の
た
め
に
要
す

る
法
律
行
為
上
の
指
示
と
出
捐
受
領
者
の
遺
留
分
権
を
縮
減
さ
せ
る
意
思
と
の
関
連
が
肯
定
さ
れ
る）
₈₅
（

。）。
ま
た
、
被
相
続
人
が
﹁
相
続
法
上

の
請
求
権
﹂
へ
の
算
入
を
前
提
と
し
て
出
捐
す
る
と
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き
は
、
遺
留
分
請
求
権
へ
の
算
入
を
意
図
し
た
も
の
と
解
さ
れ

一
二
一
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先
取
り
相
続
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定

る
）
₈₆
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、﹁
相
続
分
へ
の
算
入
﹂
を
定
め
た
指
示
に
お
い
て
、
事
情
に
よ
っ
て
は
第
二
三
一
五
条
に
基
づ
く
遺
留
分
へ
の
算
入
の

意
図
が
含
ま
れ
る
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
一
般
に
、
こ
の
よ
う
な
指
示
が
直
ち
に
遺
留
分
へ
の
算
入
の
指
示
と
し
て
理
解
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る）
₈₇
（

。
単
な
る
相
続
分
へ
の
算
入
の
定
め
は
、
事
情
に
よ
っ
て
は
第
二
〇
五
〇
条
以
下
に
基
づ
く
調
整
義
務
を
指
す
に

す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
第
二
三
一
六
条
第
一
項
の
も
と
で
間
接
的
に
遺
留
分
権
に
影
響
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
指

示
の
意
義
お
よ
び
効
果
は
、
原
則
的
に
、
受
益
者
に
対
す
る
そ
の
ほ
か
の
直
系
卑
属
へ
の
調
整
義
務
（
第
二
〇
五
〇
条
、
第
二
〇
五
六
条
）

に
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る）
₈₈
（

。

　

ま
た
、
第
二
三
一
六
条
第
四
項
に
基
づ
く
算
入
お
よ
び
調
整
は
、
直
系
卑
属
を
完
全
に
平
等
に
扱
う
結
果
と
な
る
が）
₈₉
（

、
一
方
で
、
出
捐
の

半
分
の
価
額
に
お
い
て
遺
留
分
債
務
者
と
し
て
の
相
続
人
は
負
担
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
前
節
第
二
款
（
３
）（
ⅱ
）
に
お

け
る
事
例
を
想
定
す
る
と
、
遺
留
分
請
求
の
総
計
は
Ａ
、
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
で20000€

で
あ
り
、
遺
産
の
半
額
（
＝25000€

）
に
達
し
な
い
こ

と
に
な
る
。
被
相
続
人
は
、
調
整
に
並
ぶ
算
入
の
指
示
の
と
き
に
、
通
常
、
こ
の
よ
う
な
結
果
を
認
識
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
場
合
に
も

被
相
続
人
が
こ
の
よ
う
な
結
果
を
意
図
し
て
い
た
か
否
か
が
解
釈
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る）
₉₀
（

。

第
三
章　

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
一
〇
年
一
月
二
七
日
判
決

第
一
節　

先
取
り
相
続
に
よ
る
財
産
承
継

　

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
一
〇
年
一
月
二
七
日
判
決
に
お
け
る
主
要
な
争
点
は
、
い
わ
ゆ
る
﹁
先
取
り
相
続
（vorw

eggenom
m

ene 

E
rbfolge

）﹂
に
よ
り
無
償
で
な
さ
れ
た
譲
渡
の
目
的
物
が
遺
留
分
算
定
の
際
に
ど
の
よ
う
に
考
慮
さ
れ
得
る
か
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、

一
二
二
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日
本
に
比
し
て
生
前
処
分
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
先
取
り
相
続
が
な
さ
れ
る
例
が
最
も
多
い
と
い
う）
₉₁
（

。
先
取

り
相
続
は
、
日
本
で
は
馴
染
み
の
薄
い
概
念
で
あ
る
た
め
、
本
件
判
決
の
紹
介
に
入
る
前
に
、
簡
単
に
そ
の
枠
組
み
を
概
観
し
て
お
く
こ
と

に
す
る
。

　

ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
い
て
先
取
り
相
続
に
関
す
る
明
確
な
規
定
は
な
く
、
こ
れ
は
、
公
証
実
務
か
ら
発
祥
し
た
予
防
法
学
的
措
置
の
集
合

で
あ
る）
₉₂
（

。
先
取
り
相
続
は
、
相
続
に
先
回
り
し
て
行
わ
れ
る
、
被
相
続
人
と
そ
の
将
来
の
相
続
人
と
の
生
存
者
間
の
法
律
行
為
で
あ
る
と
理

解
さ
れ
て
い
る）
₉₃
（

。
被
相
続
人
は
、
生
存
中
に
将
来
相
続
を
見
込
む
者
に
、
そ
の
将
来
の
相
続
権
を
考
慮
し
た
財
産
の
重
要
部
分
を
契
約
に
よ

っ
て
譲
渡
し
（
相
続
の
前
倒
し
）、
同
時
に
、
扶
助
給
付
（V

ersorgungsleistung

）
の
約
束
を
す
る
こ
と
で
、
被
相
続
人
の
老
後
の
生
活

（A
ltersversorgung

）
を
保
障
す
る
こ
と
が
多
い
と
さ
れ
る）
₉₄
（

。
先
取
り
相
続
の
目
的
物
は
、
主
に
不
動
産
お
よ
び
人
的
会
社
で
あ
り
、
と

り
わ
け
、
生
前
に
お
け
る
適
時
の
事
業
承
継
が
意
図
さ
れ
る
の
は
、
譲
受
人
自
身
に
よ
る
財
産
形
成
の
機
会
を
与
え
、
同
時
に
譲
渡
人
が
営

業
負
担
（G

eschäftslast

）
か
ら
解
放
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
相
続
税
法
上
の
理
由
や
譲
渡
人
は
譲
受
人
が
実
際
に
財
産
を
承
継

す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
も
ま
た
、
先
取
り
相
続
が
な
さ
れ
る
理
由
と
さ
れ
る）
₉₅
（

。

　

被
相
続
人
が
死
亡
前
に
そ
の
財
産
を
将
来
の
相
続
人
に
承
継
さ
せ
る
こ
と
を
希
望
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
た
と

え
ば
税
法
上
の
理
由
か
ら
、
あ
る
い
は
、
遺
留
分
請
求
権
の
縮
減
ま
た
は
回
避
の
た
め
、
さ
ら
に
は
、
財
産
の
経
済
的
一
体
性
を
維
持
す
る

目
的
で
、
生
前
の
処
分
が
企
図
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
前
処
分
は
、
第
一
に
、
農
場
分
野
に
お
い
て
予
定
さ
れ
、
一
子
相
続
法

（A
nerbenrecht

）
お
よ
び
農
場
法
（H

öferecht

）
に
お
い
て
多
く
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
お
よ
び
経
済
的
変
動
に
よ
る
農
業

社
会
か
ら
の
発
展
を
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
起
草
者
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
今
日
で
は
老
後
保
障
の
確
保
を
要
す
る

平
均
寿
命
の
伸
長
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
は
、
被
相
続
人
に
と
っ
て
は
、
老
後
の
労
働
か
ら
の
解
放
お
よ
び
経
済
的
安
定

（finanzierbar

）
へ
の
願
望
を
強
め
、
将
来
の
相
続
人
に
と
っ
て
は
、
通
常
は
相
続
開
始
時
点
で
の
生
活
に
お
け
る
保
障
を
不
要
と
す
る
状

一
二
三
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り
相
続
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
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況
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
す
で
に
被
相
続
人
の
生
前
に
相
続
さ
せ
て
し
ま
う
（
生
前
処
分
を
な
す
）
と
い
う
現
象
が
相
当
数

に
上
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
農
場
法
に
規
律
さ
れ
る
外
、
今
日
み
ら
れ
る
よ
う
な
先
取
り
相
続
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
背
景
を
有
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
生
前
時
の
財
産
処
分
と
い
う
被
相
続
人
の
意
図
は
、
連
綿
と
続
い
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る）
₉₆
（

。

　

先
取
り
相
続
は
、
譲
渡
契
約
の
形
式
で
規
定
さ
れ
る
。
譲
渡
人
は
、
生
前
に
そ
の
財
産
、
財
産
の
一
部
ま
た
は
個
別
の
財
産
の
目
的
物
を

譲
受
人
に
譲
渡
す
る
が
、
こ
の
と
き
、
前
述
の
よ
う
に
譲
渡
人
は
一
度
の
保
証
金
支
払
い
（A

bstandszahlung

）
ま
た
は
継
続
的
な
扶
助

給
付
を
約
し
、
ま
た
は
、
優
遇
す
る
譲
受
人
に
、
そ
の
ほ
か
の
相
続
人
な
い
し
第
三
者
に
対
す
る
補
償
金
支
払
い
（A

bfindung

）
な
ど
を

課
す
こ
と
が
あ
る
。
当
該
契
約
の
法
的
性
質
は
、
一
義
的
に
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
第
一
六
二
四
条
に
基
づ
く
生
計
の
資
本
、
贈
与
、

負
担
付
贈
与
あ
る
い
は
混
合
贈
与
と
解
さ
れ
る）
₉₇
（

。
法
的
性
質
の
み
き
わ
め
は
、
方
式
、
責
任
お
よ
び
保
障
、
頓
挫
し
た
契
約
の
巻
き
戻
し
的

清
算
（R

ückabw
icklung

）、
債
権
者
お
よ
び
遺
留
分
権
利
者
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

　

先
取
り
相
続
に
よ
る
出
捐
が
あ
る
場
合
の
遺
留
分
算
定
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
第
二
三
一
五
条
（
な
い
し
第
二
三
一
六
条
）
に
お

け
る
出
捐
の
任
意
性
要
件
が
問
題
と
な
る）
₉₈
（

。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
先
取
り
相
続
は
一
義
的
に
法
的
性
質
が
確
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
か
ら
、
任
意
性
要
件
の
充
足
如
何
は
、
そ
の
具
体
的
な
形
成
内
容
お
よ
び
法
的
分
類
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）
₉₉
（

。
ま
た
、
第
二

三
一
五
条
に
お
け
る
被
相
続
人
の
受
領
を
要
す
る
一
方
的
意
思
表
示
で
あ
る
算
入
の
指
示
の
内
容
と
の
関
係
で
は
、﹁
先
取
り
相
続
﹂
と
の

表
示
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
せ
い
ぜ
い
出
捐
の
動
機
を
示
す
に
す
ぎ
ず
、
被
相
続
人
が
調
整
か
算
入
か
を
指
示
す
る
も
の
で
は
な

い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る）
１００
（

。

一
二
四
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第
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事
実
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概
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件
判
旨

第
一
款　

事
実
の
概
要

　

被
相
続
人
Ｅ
（
Ｘ
お
よ
び
Ｙ
ら
の
母
ま
た
は
祖
母
）
は
、
一
九
八
二
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
る
も
の
と
し
た
一
九
八
一
年
の
譲
渡
契

約
に
よ
り
、
卸
売
業
を
Ｘ
に
譲
渡
し
た
。
当
該
卸
売
業
は
、
被
相
続
人
Ｅ
が
一
九
六
五
年
に
そ
の
夫
（
Ｘ
お
よ
び
Ｙ
ら
の
父
ま
た
は
祖
父
）

の
死
亡
に
よ
り
相
続
を
受
け
、
以
来
被
相
続
人
Ｅ
に
よ
り
営
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
譲
渡
は
、
譲
渡
契
約
の
第
七
項
に
よ
り
、﹁
先
取

り
相
続
に
よ
り
無
償
で
（im

 vorw
eggenom

m
enen E

rbfolge unentgeltlich

）﹂
な
さ
れ
た
。
Ｘ
は
、
一
九
九
六
年
ま
で
事
業
を
継
続

し
た
。

　

被
相
続
人
Ｅ
は
、
一
九
八
五
年
作
成
の
公
正
証
書
遺
言
に
よ
り
、
Ｘ
の
き
ょ
う
だ
い
で
あ
る
Y1
お
よ
び
Y1
の
子
Y2
・
Y3
を
相
続
人
に
指
定

し
、
二
〇
〇
五
年
に
死
亡
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
ら
に
対
し
遺
留
分
請
求
お
よ
び
遺
留
分
補
充
請
求
（P

flichtteilsergänzungsanspr

üch

）
を
し
た
。

　

Ｘ
は
、第
一
審
に
お
け
る
証
拠
調
べ
に
基
づ
き
承
認
し
た
遺
産
価
額
（
約76000€

）
か
ら
、請
求
す
る
遺
留
分
を
約19000€

と
算
定
し
た
。

さ
ら
に
、
被
相
続
人
Ｅ
に
よ
る
Y3
へ
の
贈
与
（
約24000€
）
に
対
す
る
遺
留
分
補
充
請
求
を
約6000€

と
し
て
い
る
。

　

Ｙ
ら
は
、
卸
売
業
の
譲
渡
お
よ
び
第
二
〇
五
七
条
ａ
に
基
づ
き
調
整
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
特
別
給
付
を
理
由
と
し
て
、
Ｘ
に
は
相
続
法
上

の
請
求
権
が
帰
属
し
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
は
、
譲
渡
時
、
事
業
に
価
値
は
な
か
っ
た）
１０１
（

旨
を
主
張
し
て
い
る）
１０２
（

。

第
二
款　

本
件
判
旨

　

前
章
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
遺
留
分
算
定
に
関
し
て
二
つ
の
規
定
を
有
し
て
い
る
（
第
二
三
一
五
条
・
第
二
三
一
六

条
）。
本
件
の
事
案
で
は
、
直
系
卑
属
間
の
遺
留
分
主
張
で
あ
る
た
め
、
第
二
三
一
五
条
に
基
づ
く
算
入
、
第
二
三
一
六
条
第
一
項
に
基
づ

一
二
五
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定
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定

く
調
整
な
ら
び
に
同
条
第
四
項
に
基
づ
く
算
入
お
よ
び
調
整
の
い
ず
れ
も
想
定
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
適
用
如
何
に
よ
り
、

遺
留
分
権
利
者
が
請
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
遺
留
分
額
は
異
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
原
審）
１０３
（

は
、
先
取
り
相
続
に
よ
り
無
償
で
な
さ
れ
た
出

捐
に
つ
い
て
、
遺
留
分
権
利
者
で
あ
る
受
益
者
は
第
二
〇
五
〇
条
第
三
項
に
関
連
し
て
第
二
三
一
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
調
整
の
義
務
を
負

う
と
し
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
遺
留
分
請
求
な
い
し
遺
留
分
補
充
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、

次
の
よ
う
に
判
示
し
て
本
件
を
破
棄
差
戻
し
と
し
て
い
る
。

　
　
（
ａ
）　

控
訴
審
裁
判
所
に
よ
る
譲
渡
契
約
の
不
十
分
な
解
釈）
１０４
（

　
﹁
本
件
は
、
法
律
上
の
再
審
査
を
要
す
る
。

　

控
訴
審
裁
判
所
の
次
の
よ
う
な
評
価
は
、
法
律
の
解
釈
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
Ｘ
は
、﹃
先
取
り
相
続
﹄

に
よ
る
無
償
の
出
捐
の
際
に
、
第
二
〇
五
〇
条
第
三
項
に
関
連
し
て
第
二
三
一
六
条
に
基
づ
く―

の
み
の―

調
整
義
務
を
負
う
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
控
訴
審
裁
判
所
は
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
そ
の
ほ
か
に
法
が
第
二
三
一
五
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
三
一
六
条
第
四
項
に
定
め
る
、

遺
留
分
請
求
権
の
算
定
に
お
い
て
生
前
贈
与
が
考
慮
さ
れ
得
る
可
能
性
を
、
そ
れ
に
つ
い
て
根
拠
を
挙
げ
る
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
ま
た
、

そ
れ
を
明
白
に
す
る
こ
と
な
く
、
初
め
か
ら
排
除
し
て
い
る
（
１
）。
し
か
し
、
申
述
が
曖
昧
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
確
実
に
は
後
づ
け
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
第
二
三
一
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
調
整
義
務
の
算
定
も
ま
た
、
法
律
上
の
誤
り
が
あ
る
（
２
）。
当
法
廷
は
、
判
決
を

す
る
に
足
る
だ
け
の
審
理
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
民
事
訴
訟
法
第
五
六
三
条
第
三
項
に
基
づ
く
本
案
判
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
３
）。﹂

一
二
六
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（
ｂ
）　

生
前
贈
与
が
遺
留
分
算
定
に
及
ぼ
し
得
る
効
果

　
﹁
生
前
贈
与
が
遺
留
分
算
定
に
影
響
す
る
か
、
お
よ
び
、
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
は
、
さ
し
あ
た
り
、
ど
の
よ
う
な
被
相
続
人
の
指
示

が
出
捐
時
に
な
さ
れ
て
い
た
か
に
依
拠
す
る
。

　

そ
れ
に
は
、
次
の
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
第
二
三
一
六
条
一
項
、
第
二
〇
五
〇
条
三
項
に
基
づ
く
出
捐
を
調
整
す

る
と
の
指
示
、
第
二
に
、
第
二
三
一
五
条
一
項
に
基
づ
く
出
捐
を
遺
留
分
に
算
入
す
る
と
の
定
め
、
な
ら
び
に
、
第
三
に
、
第
二
三
一
六
条

四
項
に
よ
り
、
右
二
つ
の
定
め
に
基
づ
き
、
出
捐
を
調
整
し
、
同
時
に
算
入
す
る
と
の
定
め
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
要
件

上
の
要
件
に
基
づ
く
調
整
義
務
、
算
入
義
務
、
ま
た
は
、
調
整
・
算
入
義
務
の
確
定
に
よ
り
、
全
く
異
な
る
算
定
方
法
、
す
な
わ
ち
、
と
り

わ
け
、
財
産
状
況
、
生
前
贈
与
お
よ
び
遺
留
分
権
利
者
と
い
っ
た
事
案
の
状
況
に
基
づ
き
、
全
く
異
な
る
帰
結
に
至
り
得
る
算
定
方
法
を
採

る
こ
と
に
な
る
⋮
。
こ
の
こ
と
は
、―
要
約
す
る
と―

調
整
に
お
い
て
は
、
出
捐
の
価
額
を
相
続
分
か
ら
控
除
し
、
算
定
さ
れ
た
額
か
ら
よ

う
や
く
遺
留
分
が
算
定
さ
れ
、
そ
の
一
方
で
、
算
入
に
お
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
そ
れ
自
体
で
遺
留
分
を
算
定
し
、
そ
の
後
、
遺
留
分
か
ら

出
捐
の
価
額
が
控
除
さ
れ
る
と
い
う
異
な
る
算
定
シ
ス
テ
ム
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
⋮
。
調
整
の
指
示
お
よ
び
算
入
の
指
示
が
同
時
に
な
さ
れ

て
い
る
と
き
は
、
結
局
、
ま
ず
調
整
の
方
法
で
遺
留
分
が
決
定
さ
れ
、
そ
の
後
に
、
出
捐
価
額
の
半
額
に
そ
の
価
額
が
減
じ
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
⋮
。
さ
ら
に
、
各
財
産
状
況
お
よ
び
遺
留
分
権
利
者
に
よ
っ
て
は
、
第
二
三
一
六
条
第
四
項
に
基
づ
く
﹃
相
続
分
お
よ
び
遺
留
分
へ
の

算
入
﹄
は
、
算
入
の
み
が
指
示
さ
れ
た
場
合
よ
り
も
出
捐
受
益
者
の
遺
留
分
を
増
大
す
る
結
果
と
な
る
。
遺
留
分
権
利
者
で
あ
る
直
系
卑
属

が
一
人
で
あ
り
、
考
慮
さ
れ
得
る
出
捐
が
一
つ
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
、
出
捐
受
益
者
の
遺
留
分
は
、
第
二
三
一
五
条
第
一
項
ま
た
は
第

二
三
一
六
条
第
四
項
の
適
用
時
と
も
ち
ろ
ん
同
様
で
あ
る
⋮
。﹂

一
二
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（
ｃ
）　
﹁
先
取
り
相
続
に
よ
る
無
償
で
﹂
条
項
の
解
釈
可
能
性

　
﹁
出
捐－

こ
こ
で
、
被
相
続
人
Ｅ
お
よ
び
Ｘ
に
よ
る
譲
渡
契
約
に
お
い
て
明
白
で
あ
る
よ
う
に－

が
、﹃
先
取
り
相
続
に
よ
り
無
償
で
﹄
さ

れ
た
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
か
は
、
解
釈
に
よ
る
ほ
か
な
い
（R

G
,JW

 1925,2124 N
r.13

⋮
）。
当
法
廷
の

判
例
は
、﹃
先
取
り
相
続
に
よ
り
無
償
で
﹄
出
捐
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
常
に
第
二
三
一
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
調
整
の
指
示
が
意

図
さ
れ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
当
法
廷
は
、
単
に
そ
う
し
た
表
現
を
調
整
の
指
示
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が－

具
体
的
な
状
況
に
応
じ
て－
可
能
で
あ
る
こ
と
を
是
認
し
た
に
過
ぎ
な
い
（B

G
H

Z
 82, 274, 278; B

G
H

 v.12.10.1988, IV
aZ

R
 166 / 87, 

N
JW

-R
R

 1989, 259 unter I.2
）。

　
﹃
先
取
り
相
続
﹄
と
い
う
の
は
、
第
一
に
、（
将
来
の
）
被
相
続
人
に
よ
る
（
将
来
の
）
相
続
人
と
見
込
ま
れ
る
一
人
ま
た
は
複
数
の
受
益

者
へ
の
財
産
の
譲
渡
を
内
容
と
す
る
に
過
ぎ
な
い
。﹃
先
取
り
相
続
﹄
は
、
原
則
的
に
相
続
法
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
生
存
者
間
の
法
律

行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
成
可
能
性
を
有
す
る
。
一
般
に
事
実
審
の
裁
判
官
に
は
、
法
律
行
為
の
当
事
者
が
何

を
合
意
し
て
い
た
か
に
つ
き
、
解
釈
に
よ
り
確
定
す
る
義
務
が
あ
る
⋮
。
控
訴
審
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
審
に
お
け
る
責
務
を
十
分

に
果
た
し
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
契
約
内
容
に
お
い
て
﹃
先
取
り
相
続
﹄
の
概
念
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
調
整
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
解
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
ほ
か
の
考
慮
を
し
て
い
な
い
。
当
事
者
の
申
述
が
曖
昧
で
あ
る
だ
け
に
、
控
訴
審
裁
判
所
は
、

上
記
解
釈
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
一
層
認
識
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
民
事
訴
訟
法
第
一
三
九
条
に
基
づ
く
法
律
上

の
指
摘
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
は
右
の
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
認
識
し
て
お
ら
ず
、
そ

れ
は
と
く
に
、
出
捐
が
遺
留
分
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
に
つ
き
、
文
書
中
の
用
語
の
使
い
方
に
よ
り
、﹃
算
入
﹄
を
意
味
し
、
あ

る
い
は
ま
た
﹃
調
整
﹄
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
か
ら
尚
更
で
あ
る
⋮
。﹂

一
二
八



（　
　
　

）

先
取
り
相
続
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定

同
志
社
法
学　

六
四
巻
一
号�

一
二
九

　
　
（
ｄ
）　

調
整
・
算
入
の
可
能
性

　
﹁﹃
先
取
り
相
続
﹄
と
い
う
概
念
お
よ
び
動
機
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
が
容
易
に
想
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、﹃
先
取
り
相
続
﹄
に
よ
っ
て

将
来
の
相
続
権
を
考
慮
し
て
所
有
権
を
譲
渡
す
る
の
で
あ
り
⋮
、
そ
れ
は
、
調
整
の
指
示
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
出
捐
は
、
相

続
分
を
考
慮
す
る
の
で
あ
っ
て
、
遺
留
分
を
考
慮
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
⋮
。
相
続
分
と
結
び
つ
く
そ
の
よ
う
な
指
示
に
は
、
そ
れ

ゆ
え
に
、
直
ち
に
遺
留
分
へ
の
算
入
の
定
め
が
含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
第
二
三
一
五
条
の
沿
革
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
帝
国
議
会
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
第
二
二
八
八
条
第
二
項
第
一
文
に
お
い
て
本
来
定
め
ら
れ
て
い
た
、
疑
わ
し
い
と
き
は

算
入
す
る
も
の
と
す
る
と
の
解
釈
規
定
は
、
帝
国
議
会
の
委
員
会
に
よ
り
、
あ
ま
り
に
広
範
す
ぎ
る
と
し
て
削
除
さ
れ
て
い
る
⋮
。

　

し
か
し
、
黙
示
的
に
も
可
能
で
あ
る
遺
留
分
を
減
少
さ
せ
る
算
入
の
定
め
は
、
そ
の
こ
と
か
ら
除
外
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
具
体
的
な

事
情
に
応
じ
て
、
被
相
続
人
の
そ
の
よ
う
な
意
思
表
示
は
、
ま
さ
に
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
前
贈
与
は
、

ご
く
一
般
的
に
、
受
益
者
が
遺
産
か
ら
受
取
る
べ
き
も
の
の
全
体
か
ら
控
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
厳
密
に
、
生

前
贈
与
は
、
被
相
続
人
に
よ
る
生
存
者
間
の
出
捐
に
よ
り
す
で
に
受
け
取
っ
た
も
の
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、﹃
相
続
分
へ

の
算
入
の
定
め
は
⋮
そ
れ
に
よ
り
遺
留
分
へ
の
算
入
も
ま
た
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
排
除
し
て
い
る
の
で
は
な
い
﹄（so ausdr.

R
G

,JW
 1925,2124

）。﹂

　
　
（
ｅ
）　

被
相
続
人
の
意
思
の
解
釈
基
準

　
﹁
解
釈
に
よ
り
確
定
さ
れ
る
べ
き
す
べ
て
の
被
相
続
人
の
意
思
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
出
捐
と
同
時
に
単

な
る
遺
留
分
権
利
者
と
し
て
受
益
者
の
相
続
権
の
剥
奪
が
望
ま
れ
、
譲
渡
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
被
相

続
人
の
死
亡
を
も
っ
て
受
け
取
る
べ
き
も
の
を
受
益
者
は
す
で
に
生
前
に
与
え
ら
れ
る
が
、
出
捐
の
法
律
上
の
効
力
は
、
相
続
開
始
時
に
存

一
二
九
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先
取
り
相
続
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定

続
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
条
項
が
明
確
に
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
⋮
。
し
た
が
っ
て
、
読
み
取
る
こ
と
の

で
き
る
被
相
続
人
の
意
思
が
第
二
三
一
五
条
第
一
項
に
よ
る
算
入
の
定
め
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
受
益
者
に
残
り
の
遺
産
に
つ

き
帰
属
す
る
遺
留
分
権
の
削
減
を
目
的
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
、
相
続
権
の
剥
奪
の
意
図
は
、
算
入
の
定
め

を
表
す
と
き
に
な
お
存
在
す
る
必
要
は
な
く
、
被
相
続
人
が
そ
の
可
能
性
を
考
慮
し
て
い
た
こ
と
で
足
り
る
⋮
。

　

そ
う
し
た
被
相
続
人
の
意
思
を
確
定
す
る
に
は
、
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
総
合
考
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、
と
り
わ

け
、
出
捐
と
遺
言
作
成
の
時
間
的
関
係
、
財
産
目
的
物
お
よ
び
相
続
開
始
以
前
の
受
益
者
に
よ
る
出
捐
物
の
経
済
的
有
用
性
、
な
ら
び
に
、

財
産
出
捐
の
範
囲
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
直
系
卑
属
の
同
様
な
取
扱
い
に
関
す
る
被
相
続
人
の
認
識
も
同
様
に
重
要
で
あ
り
得

る
。
そ
の
と
き
、
そ
の
よ
う
な
被
相
続
人
の
意
思
は
、
第
二
三
一
六
条
第
一
項
の
意
味
で
の
調
整
義
務
の
算
定
に
お
い
て
、
限
界
に
直
面
す

る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
相
続
権
を
剥
奪
さ
れ
た
受
益
者
は
、
計
算
上
生
前
贈
与
の
半
分
を
も
っ
て
優
遇
さ

れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
被
相
続
人
の
意
図
す
る
直
系
卑
属
の
完
全
な
同
一
の
地
位
の
実
現
を
妨
げ
る
か
ら
で
あ
る
⋮
。
一
方
で
、

遺
留
分
を
減
少
さ
せ
る
第
二
三
一
五
条
第
一
項
の
意
味
で
の
算
入
の
定
め
に
つ
い
て
の
立
証
責
任
は
、
結
局
相
続
人
に
あ
る
⋮
。﹂

　
　
（
ｆ
）　

各
算
定
方
法
に
よ
る
本
件
事
案
へ
の
影
響

　
﹁
控
訴
審
裁
判
所
が
そ
の
算
定
に
お
い
て
基
準
と
し
た
価
額
（
遺
産
：762871,93€

。
相
続
開
始
時
を
基
準
と
し
た
出
捐
の
価
額
⋮
：

400000€

）
に
よ
れ
ば
、
第
二
三
一
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
調
整
義
務
を
基
盤
と
し
て
考
慮
し
て
、
遺
留
分
請
求
権
な
い
し
遺
留
分
補
充
請

求
権
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
こ
と
は
、
適
切
で
は
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
上
記
数
値
を
前
提
と
す
れ
ば
、
第
二
三
一
五
条
第
一
項
に
基
づ
く
算
入
の
定
め
が
あ
っ
た
と
し
た
場
合
も
、
同
様
の
結
論
と

な
り
得
る
。
こ
の
こ
と
は
、
譲
渡
契
約
の
第
七
号
に
お
け
る
規
定
を
理
解
す
る
際
、
控
訴
審
裁
判
所
に
よ
り
考
慮
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

一
三
〇
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る
。
な
ぜ
な
ら
、
遺
留
分
か
ら
出
捐
を
控
除
し
た
算
入
遺
留
分
は
、
計
算
上
、
マ
イ
ナ
ス
の
価
額
と
な
る
か
ら
で
あ
る
（762871,93€

＋

400000€

＝1162871,93€／
4

＝290717,98€

。
こ
こ
か
ら400000€

を
控
除
す
る
と
、－

109282,02€

）。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
調
整
に
お
い
て
は
、
プ
ラ
ス
の
調
整
遺
留
分
と
な
る
（762871,93€

＋400000€

＝1162871,93€／
2

人
の
直
系
卑
属

＝581435,97€－
400000€

＝181435,97€

×1／
2

＝90717,99€

）。

　

調
整
と
算
入
を
組
み
合
わ
せ
る
と
き
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
遺
留
分
請
求
は
排
除
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
調
整
遺
留
分
お
よ
び
生
前
贈
与
の

半
額
か
ら
生
じ
る
差
額
は－
算
入
の
み
の
場
合
と
同
様
に－

、マ
イ
ナ
ス
と
な
る
か
ら
で
あ
る（90717,98€－

200000€

＝－
109282,02€

）。

　

被
相
続
人
Ｅ
お
よ
び
Ｘ
が
一
九
八
二
年
に
合
意
し
た
﹃
先
取
り
し
た
相
続
に
よ
る
﹄
無
償
で
の
経
営
の
譲
渡
は
ど
の
よ
う
な
意
図
で
な
さ

れ
た
か－

相
続
分
の
み
、
な
い
し
遺
留
分
に
も
関
連
す
る
か－

に
よ
っ
て
、
Ｘ
の
た
め
に
、
な
お
遺
留
分
請
求
な
い
し
遺
留
分
補
充
請
求
が

考
慮
さ
れ
得
る
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹂

第
四
章　

結
び
に
か
え
て

第
一
節　

本
件
判
決
の
評
価

　

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
一
〇
年
一
月
二
七
日
判
決
の
判
示
内
容
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

　

第
一
に
、
生
前
の
出
捐
の
遺
留
分
算
定
へ
の
影
響
は
、
被
相
続
人
が
ど
の
よ
う
な
指
示
の
も
と
で
出
捐
を
し
た
か
に
依
拠
す
る
。
こ
の
と

き
、
当
該
指
示
の
内
容
は
、
第
二
三
一
五
条
に
基
づ
く
算
入
、
第
二
三
一
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
調
整
お
よ
び
第
二
三
一
六
条
第
四
項
に
基

づ
く
調
整
お
よ
び
算
入
が
考
え
ら
れ
る
。
各
規
定
に
基
づ
く
算
定
方
法
の
適
用
如
何
に
よ
り
異
な
る
算
定
額
を
算
出
す
る
こ
と
に
な
る
と
こ

ろ
、
先
取
り
相
続
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
出
捐
が
ど
の
規
定
を
意
図
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
具
体
的
な
事
案
に
応
じ
、
解
釈
に
よ

一
三
一
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先
取
り
相
続
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定

っ
て
の
み
確
定
さ
れ
得
る
。

　

第
二
に
、﹁
先
取
り
相
続
﹂
は
、
単
に
被
相
続
人
か
ら
相
続
を
見
込
ま
れ
る
者
へ
の
財
産
の
譲
渡
を
示
す
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
、
原
則
的

に
相
続
法
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
生
存
者
間
の
法
律
行
為
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
事
実
審
裁
判
官
は
、
法
律
行
為
の
当
事
者

の
合
意
内
容
を
解
釈
に
よ
っ
て
確
定
す
る
義
務
が
あ
り
、
本
件
に
お
け
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
法
律
上
の
知
識
を
欠
く
訴
訟
当
事

者
に
対
し
て
様
々
な
解
釈
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）。

　

第
三
に
、
こ
の
よ
う
な
方
式
を
採
る
の
は
、
将
来
の
相
続
権
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
第
二
三
一
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
調

整
の
指
示
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
考
慮
は
、
出
捐
を
相
続
分
に
関
連
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
遺
留
分
に
関
連
づ

け
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
相
続
分
と
結
び
つ
け
た
指
示
に
は
、
遺
留
分
へ
の
算
入
の
定
め
が
直
ち
に

含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
受
益
者
が
遺
産
か
ら
受
け
取
る
べ
き
す
べ
て
の
も
の
か
ら
生
前
贈
与
を
控
除
す
る
べ
き
と
の
意
思
表

示
が
、
具
体
的
な
事
情
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
で
、
遺
留
分
へ
の
算
入
の
指
示
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
。

　

第
四
に
、
被
相
続
人
の
意
思
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
出
捐
と
同
時
に
単

な
る
遺
留
分
権
利
者
と
し
て
受
益
者
の
相
続
権
の
剥
奪
が
望
ま
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
単
に
条
項
を
も
っ
て
、
被
相
続
人
の
死
亡
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
受
け
取
る
べ
き
も
の
を
受
益
者
は
被
相
続
人
の
生
前
に
前
渡
し
さ
れ
る
が
、
出
捐
の
法
律
上
の
効
力
は
、
相
続
開
始
時
に
存
続

す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
調
整
の
問
題
と
な
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
遺
留

分
算
入
の
承
認
の
た
め
に
は
、
被
相
続
人
が
受
益
者
に
帰
属
す
る
残
余
財
産
に
対
す
る
遺
留
分
権
の
削
減
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
を
要
す

る
。
こ
の
と
き
、
相
続
権
剥
奪
の
意
図
は
算
入
の
定
め
を
表
す
と
き
に
存
在
し
て
い
る
必
要
は
な
く
、
そ
の
可
能
性
を
考
慮
し
て
い
れ
ば
足

り
る
。

　

第
五
に
、
被
相
続
人
の
意
思
解
釈
に
お
い
て
斟
酌
さ
れ
る
べ
き
事
情
と
し
て
、
と
り
わ
け
、
出
捐
と
遺
言
作
成
の
時
間
的
関
係
、
財
産
目

一
三
二
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的
物
、
相
続
開
始
前
の
受
益
者
に
と
っ
て
の
出
捐
物
の
経
済
的
有
用
性
、
出
捐
の
範
囲
お
よ
び
直
系
卑
属
を
同
様
に
扱
う
こ
と
に
関
す
る
被

相
続
人
の
考
え
が
重
要
で
あ
る
。

　

第
六
に
、
第
二
三
一
五
条
に
基
づ
く
算
入
の
定
め
に
つ
い
て
の
立
証
責
任
は
、
相
続
人
の
側
に
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
先
取
り
相
続
に
関
す
る
判
断
を
行
っ
た
本
判
決
は
、
と
り
わ
け
実
務
上
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
評
さ
れ
て
い
る）
１０５
（

。
す
な

わ
ち
、
公
証
実
務
で
は
、
譲
渡
契
約
に
お
い
て
広
く
先
取
り
相
続
に
よ
る
出
捐
が
行
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
譲
渡
契
約
に
お

い
て
、
将
来
の
相
続
を
考
慮
し
て
ど
の
よ
う
な
法
律
効
果
が
生
じ
る
べ
き
か
に
つ
き
何
ら
言
及
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
な
い
こ
と
が
多
く
、
先
取

り
相
続
の
概
念
を
解
釈
す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た）
１０６
（

。
こ
の
点
に
つ
き
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
第
二
三
一
五
条
お
よ
び
第
二
三
一
六

条
と
の
関
係
に
お
い
て
、﹁
先
取
り
相
続
﹂
が
一
義
的
に
第
二
三
一
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
調
整
義
務
を
導
く
も
の
で
は
な
く
、
出
捐
を
し

た
被
相
続
人
の
意
思
解
釈
に
よ
り
遺
留
分
へ
の
影
響
を
決
す
べ
き
旨
を
示
し
て
い
る
。
本
判
決
は
、
そ
の
判
旨
中
に
引
用
す
る
ラ
イ
ヒ
裁
判

所
判
決
の
立
場
に
依
拠
し
て
お
り
、
同
様
の
事
案
に
お
い
て
調
整
義
務
を
導
い
た
過
去
の
判
例
（
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
一
年
九
月
二
三

日
判
決）
１０７
（

お
よ
び
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
八
年
一
〇
月
一
二
日
判
決）
１０８
（

）
は
、
単
に
調
整
の
指
示
が
肯
定
さ
れ
得
る
こ
と
を
示
し
た
に
過
ぎ
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る）
１０９
（

。
こ
の
よ
う
に
具
体
的
事
案
に
お
い
て
異
な
る
解
釈
可
能
性
が
審
査
さ
れ
る
べ
き
と
し

た
点
は
、
被
相
続
人
の
意
思
を
確
定
す
る
こ
と
が
事
案
に
よ
っ
て
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
と
の
指
摘
を
受
け
つ
つ
も）
１１０
（

、
概
ね
好
意
的
に

評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る）
１１１
（

。

　

本
判
決
に
関
し
て
、次
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、ま
ず
、先
取
り
相
続
の
概
念
は
、﹁
法
律
上
存
在
し
な
い
も
の（rechtliches 

N
ichts

）﹂
で
は
な
く
、
連
邦
通
常
裁
判
所
が
定
義
づ
け
に
従
っ
て
独
自
の
意
義
を
有
す
る
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る）
１１２
（

。
次
に
、
遺
留
分
権
利

者
で
あ
る
出
捐
受
領
者
の
保
護
の
た
め
に
、
多
く
の
見
解
が
算
入
の
定
め
を
﹁
認
識
さ
せ
る
こ
と
﹂
を
要
求
す
る
の
に
対
し
、
本
判
決
は
算

入
の
指
示
の
承
認
の
た
め
に
出
捐
の
受
益
者
に
﹁
認
識
さ
せ
る
こ
と
を
﹂
要
求
し
て
い
な
い
と
の
指
摘
も
み
ら
れ
る）
１１３
（

。
ま
た
、
算
入
の
定
め

一
三
三
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先
取
り
相
続
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定

の
内
容
に
関
連
し
て
、
本
判
決
自
身
が
ド
イ
ツ
帝
国
議
会
提
案
に
お
け
る
第
二
二
八
八
条
第
二
項
（
疑
わ
し
い
と
き
は
、
算
入
す
る
も
の
と

す
る
と
の
解
釈
規
定
）
の
削
除
を
指
摘
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
疑
わ
し
い
場
合
に
お
け
る
算
入
の
指
示
の
承
認
に
傾
く
も
の
で
は
な
い

と
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
そ
の
反
対
解
釈
と
し
て
原
則
的
に
調
整
の
指
示
が
導
か
れ
る
と
い
う
の
で
も
な
い）
１１４
（

。
さ
ら
に
、
本
判
決
に
よ
っ
て
、

適
切
な
被
相
続
人
の
意
思
が
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
と
き
に
は
、
文
言
と
完
全
に
相
違
す
る
帰
結
に
至
る
可
能
性
が
開
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
て

い
る）
１１５
（

。

　

本
判
決
が
示
し
た
よ
う
に
、﹁
先
取
り
相
続
に
よ
り
﹂
と
の
文
言
お
よ
び
目
的
が
、
調
整
義
務
を
よ
り
容
易
に
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る

か
（
原
則
的
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
か
）
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
肯
定
的
に
解
す
る
見
解
は
、
先
取

り
相
続
に
お
い
て
は
受
益
者
の
価
額
に
関
す
る
優
遇
で
は
な
く
、
時
系
列
上
の
優
遇
が
そ
の
目
的
の
中
心
で
あ
る
こ
と）
１１６
（

、
あ
る
い
は
、
出
捐

は
直
系
卑
属
の
将
来
の
相
続
権
を
考
慮
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
相
続
権
は
生
前
の
出
捐
に
よ
り
相
当
分
を
縮
減
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
こ
と
（
事
後
的
に
相
続
権
を
剥
奪
さ
れ
た
と
き
は
、
遺
留
分
法
（
第
二
三
一
六
条
第
一
項
）
に
お
け
る
評
価
に
移
行
す
る
。））
１１７
（

を
理
由

と
す
る
。
前
者
の
理
由
を
挙
げ
る
見
解
は
、
そ
の
目
的
を
考
慮
す
る
と
、
さ
し
あ
た
り
被
相
続
人
の
指
示
は
実
際
上
遺
留
分
に
関
連
す
る
も

の
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、﹁
先
取
り
相
続
﹂
と
の
表
示
は
単
な
る
被
相
続
人
の
出
捐
の
動
機
を
述
べ
る
に
過

ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、調
整
ま
た
は
算
入
の
意
図
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
と
の
見
解
に
反
論
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る）
１１８
（

。
こ
れ
に
対
し
、

﹁
先
取
り
相
続
﹂
は
む
し
ろ
算
入
に
調
和
的
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
算
入
の
指
示
の
承
認
は
原
則

的
に
、
被
相
続
人
が
受
益
者
に
生
存
時
の
出
捐
の
み
で
満
足
し
て
も
ら
う
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
き
わ
め

て
視
程
の
狭
い
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る）
１１９
（

。
こ
の
見
解
は
、
助
言
実
務
（B

eratungspraxis

）
が
、
照
会
に
対
し
て
、
相
続
権
剥
奪
お
よ

び
遺
留
分
主
張
が
あ
っ
た
場
合
に
、
出
捐
の
目
的
物
が
一
定
の
価
額
を
有
す
る
と
き
は
、
出
捐
物
を
遺
留
分
請
求
権
か
ら
控
除
す
る
こ
と
を

強
調
す
る
こ
と
が
常
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
取
り
相
続
の
概
念
を
第
二
三
一
五
条
に
基
づ
く
算
入
の
定
め
と
解
す
る
こ
と
が
自
然
で
あ
る
と

一
三
四
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す
る）
１２０
（

。
ま
た
、
調
整
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
規
定
が
不
十
分
で
あ
り
、
直
系
卑
属
の
平
等
取
扱
い
を
も
た
ら
さ
な
い
場
合
も
あ
る
こ

と
、
配
偶
者
は
調
整
当
事
者
と
な
ら
な
い
こ
と
、
受
益
者
は
剰
余
受
領
物
を
持
ち
戻
す
必
要
が
な
い
た
め
、
調
整
の
指
示
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
遺
産
の
価
額
が
僅
か
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
相
続
前
に
多
額
の
財
産
を
受
け
た
受
益
者
が
利
益
を
受
け
る
こ
と
、
第
二
三
一
五
条

と
第
二
三
一
六
条
第
四
項
が
十
分
に
調
和
し
て
お
ら
ず）
１２１
（

、
共
同
相
続
人
が
多
く
存
す
る
場
合
、
と
り
わ
け
、
生
存
配
偶
者
が
相
続
に
関
与
す

る
場
合
に
、
調
整
の
指
示
は
、
同
時
に
表
示
さ
れ
た
算
入
の
遺
留
分
制
限
効
果
を
減
じ
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、
被
相
続
人
が
先
取
り
相
続
に

よ
っ
て
、
第
一
に
調
整
の
定
め
を
な
そ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
推
定
は
疑
わ
し
い
と
し
て
い
る）
１２２
（

。

　
﹁
先
取
り
相
続
に
よ
る
﹂
と
の
表
現
の
解
釈
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
れ
ば
調
整
な
い
し
算
入
の
指
示
で
あ
る
と
の
性
質
を
決

定
す
る
根
拠
と
な
る
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
指
摘
さ
れ
て
い
る）
１２３
（

。
連
邦
通
常
裁
判
所
が
列
挙
し
た
事
情
を
考
慮
す
る

に
、
出
捐
と
遺
言
作
成
に
お
け
る
時
系
列
上
の
関
係
は
、
被
相
続
人
の
算
入
の
意
図
に
一
致
す
る
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
る）
１２４
（

。
同
様
に
、
広
範

囲
あ
る
い
は
価
値
の
あ
る
出
捐
、
そ
れ
も
、
遺
留
分
請
求
権
に
関
係
す
る
よ
う
な
価
値
の
あ
る
出
捐
で
あ
る
と
き）
１２５
（

、
お
よ
び
出
捐
物
の
利
用

期
間
が
長
期
で
あ
る
と
き
も
ま
た
、
算
入
の
定
め
を
し
た
も
の
と
す
る
兆
候
で
あ
り
得
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る）
１２６
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
可
能
な

限
り
遺
留
分
権
利
者
で
あ
る
直
系
卑
属
を
同
等
に
考
慮
す
る
と
の
考
え
は
、
調
整
の
指
示
に
傾
く
も
の
と
さ
れ
る）
１２７
（

。

　

実
務
へ
の
影
響
と
し
て
、
本
判
決
が
明
ら
か
に
し
た
﹁
先
取
り
相
続
に
よ
る
﹂
出
捐
の
遺
留
分
算
定
へ
の
影
響
可
能
性
を
考
慮
し
て
、
条

項
作
成
実
務
（K

autelarpraxis

）
は
今
後
、﹁
先
取
り
相
続
に
よ
る
﹂
出
捐
の
遺
留
分
算
定
に
関
す
る
影
響
を
一
義
的
に
明
確
に
し
て
お

く
べ
き
旨
が
併
せ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る）
１２８
（

。
こ
の
と
き
、
契
約
当
事
者
、
と
く
に
将
来
の
被
相
続
人
に
は
、
第
二
三
一
五
条
、
第
二
三
一
六
条

第
一
項
な
い
し
第
四
項
に
基
づ
く
遺
留
分
へ
の
影
響
可
能
性
を
、
被
相
続
人
の
意
図
お
よ
び
各
形
式
の
特
徴
を
挙
げ
つ
つ
、
明
確
に
知
ら
し

め
る
こ
と
が
望
ま
れ
る）
１２９
（

。
と
り
わ
け
企
業
譲
渡
に
お
い
て
は
、譲
渡
時
に
当
事
者
は
相
続
権
剥
奪
の
可
能
性
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

当
事
者
の
関
係
性
が
事
後
的
に
悪
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
譲
渡
人
の
意
思
が
、
譲
受
人
の
権
利
を
可
能
な
限
り
縮
減
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ

一
三
五
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先
取
り
相
続
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定

る
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
か
ら
注
意
が
必
要
で
あ
る）
１３０
（

。
ま
た
、
司
法
実
務
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
被
相
続
人
の
意
思
に
着
目
し
た
譲
渡
行

為
の
解
釈
と
い
う
職
責
を
果
た
す
こ
と
に
、
助
言
お
よ
び
訴
訟
遂
行
を
す
る
弁
護
士
は
当
事
者
に
と
っ
て
有
利
な
方
法
を
判
断
し
、
そ
れ
を

可
能
な
限
り
追
求
す
る
こ
と
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る）
１３１
（

。

第
二
節　

今
後
の
課
題

　

以
上
の
と
お
り
、
本
稿
で
は
、
先
取
り
相
続
に
よ
る
出
捐
の
あ
る
と
き
に
お
い
て
、
第
二
三
一
五
条
お
よ
び
第
二
三
一
六
条
の
適
用
関
係

（
遺
留
分
算
定
方
法
へ
の
影
響
）
を
示
し
た
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
一
〇
年
一
月
二
七
日
判
決
の
紹
介
を
主
た
る
目
的
と
し
て
、
本
件
に
関

係
す
る
限
り
で
両
規
定
に
お
け
る
算
定
方
法
お
よ
び
周
辺
問
題
を
概
観
し
、
本
判
決
の
位
置
づ
け
お
よ
び
評
価
に
触
れ
た
。

　

ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
日
本
民
法
に
お
け
る
遺
留
分
請
求
に
比
し
て
相
当
に
複
雑
な
体
系
を
象
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
本
稿
で
概
観
し

た
第
二
三
一
五
条
お
よ
び
第
二
三
一
六
条
の
み
を
取
り
上
げ
て
み
て
も
、
個
別
の
効
果
を
含
め
た
そ
の
制
度
理
解
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な

い
。
法
律
を
知
ら
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
殊
更
に
難
解
で
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
制
度
の
難
解
さ
と
相
ま
っ
て
、
被
相
続
人
に

対
し
、
法
律
上
の
文
言
に
基
づ
く
効
果
が
そ
の
者
の
望
む
効
果
を
導
く
も
の
で
あ
る
と
認
識
さ
せ
、
そ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
に
的
確
な
表

現
を
選
択
す
る
よ
う
厳
格
に
求
め
る
こ
と
は
、
時
と
し
て
不
当
な
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
契
約
書
や

遺
言
書
な
ど
の
文
書
中
に
記
載
さ
れ
た
表
現
か
ら
離
れ
た
法
律
上
の
効
果
に
関
す
る
解
釈
可
能
性
も
ま
た
、
一
定
程
度
承
認
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
同
時
に
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
と
く
に
専
門
家
が
関
与
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
被
相
続
人
の
意
思
が
、
す
で
に

生
前
に
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
の
と
き
、
被
相
続
人
の
意
思
と
法
律
上
導
き
得
る
効
果
が
一
致
し
て
い
る
か
、
あ
る
い

は
一
致
し
得
る
か
に
つ
い
て
も
併
せ
て
確
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
相
続
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
生
前
処
分
と
終

意
処
分
と
を
問
わ
ず
等
し
く
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
を
契
機
と
し
て
、
改
め
て
そ
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
た

一
三
六



（　
　
　

）

先
取
り
相
続
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定

同
志
社
法
学　

六
四
巻
一
号�

一
三
七

も
の
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あ
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と
い
え
る
。

　

先
取
り
相
続
に
よ
る
生
前
処
分
の
遺
留
分
算
定
へ
の
影
響
に
関
し
、
本
件
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、﹁
容
易
に
想
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
﹂

解
釈
を
示
し
な
が
ら
も
、
結
局
は
、
様
々
な
事
情
の
総
合
考
量
に
よ
り
被
相
続
人
の
意
思
が
確
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
き
わ

め
て
柔
軟
な
姿
勢
が
伺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
件
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
は
、
先
取
り
相
続
と
の
表
示
に
よ
っ
て
一
義
的
に
遺
留
分
算
定
方

法
が
確
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
た
に
と
ど
ま
り
、
算
定
方
法
確
定
の
解
釈
基
準
と
な
り
得
る
具
体
的
態
様
に
言
及
し
た
も
の
で

は
な
い
。

　

一
方
、
日
本
に
お
い
て
も
、
相
続
開
始
前
に
被
相
続
人
の
意
思
を
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
か
ね
て
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

意
思
と
効
果
と
の
合
致
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
要
素
と
し
て
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
近
年
の
自
筆
証
書
遺
言
の
増
加）
１３２
（

を

考
慮
す
れ
ば
、
遺
言
の
解
釈
の
重
要
性
は
や
は
り
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
被
相
続
人
の
真
意
の
探
求
が）
１３３
（

、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
の

と
同
様
に
裁
判
所
の
職
責
と
し
て
よ
り
強
く
認
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
意
思
表
示
の
当
事
者
で
あ
る
被
相
続
人
が
す
で
に
死
亡

し
て
い
る
以
上
、
そ
の
﹁
真
意
﹂
に
つ
き
一
定
の
擬
制
が
働
く
こ
と
は
否
め
な
い
。
ま
た
、
遺
言
は
単
独
行
為
と
は
い
え
、
相
続
を
契
機
と

し
た
財
産
の
帰
趨
は
、
相
続
人
相
互
間
の
み
な
ら
ず
、
遺
言
に
よ
る
受
益
者
、
相
続
債
権
者
・
相
続
人
債
権
者
を
も
左
右
し
得
る
も
の
で
あ

る
。
遺
言
者
の
意
思
を
尊
重
し
、
可
能
な
限
り
そ
の
意
思
の
実
現
を
志
向
す
る
こ
と
自
体
に
は
賛
同
さ
れ
る
が
、
遺
言
者
の
意
思
の
実
現
へ

の
過
度
な
傾
倒）
１３４
（

は
、
こ
れ
ら
の
者
の
地
位
を
不
安
定
な
も
の
と
し
か
ね
ず
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
一
定
程
度
の
限
界
づ
け
が
必
要
で
あ
ろ

う
）
１３５
（

。

　

本
稿
で
紹
介
し
た
本
件
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
、
被
相
続
人
が
敢
え
て
明
文
に
規
定
を
持
た
な
い
﹁
先
取
り
相

続
﹂
に
よ
る
財
産
処
分
を
選
択
し
た
こ
と
の
相
続
法
上
へ
の
影
響
を
、
遺
留
分
算
定
方
法
を
確
定
す
る
レ
ベ
ル
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
に
過
ぎ

な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
被
相
続
人
の
行
為
態
様
は
、
関
連
状
況
の
総
合
的
な
考
慮
と
併
せ
て
、
被
相
続
人
の
意
思
と
結
び
付
く
法

一
三
七
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先
取
り
相
続
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定

定
さ
れ
た
算
定
方
法
の
い
ず
れ
か
を
確
定
す
る
一
要
因
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
本
件
問
題
に
お
け
る
対
処
を
直
ち
に
比
較
検
討
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
被
相
続
人
の
意
思
の
探
求
は
、
そ
れ
自
体
が
相
続
法
上
の
諸
制
度
を
度
外
視
す
る
よ
う
な
効
果
に
直
結

さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
一
方
で
既
述
の
よ
う
に
日
本
法
に
お
け
る
﹁
相
続
さ
せ
る
﹂
旨
の
遺
言
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
解
決
に
お
い
て
は
、

被
相
続
人
の
意
思
を
重
視
し
、
そ
の
欲
し
た
効
果
を
忠
実
に
再
現
す
る
作
業
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
被
相
続

人
の
意
思
を
探
求
し
た
う
え
で
、
相
続
法
上
の
諸
制
度
に
照
ら
し
た
解
釈
可
能
性
の
検
討
と
い
う
過
程
を
経
る
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
こ
れ

を
（
被
相
続
人
の
意
思
に
比
し
て
）
軽
視
し
て
、
直
接
効
果
に
結
び
つ
け
て
い
る
も
の
と
も
い
い
得
る）
１３６
（

。

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
本
件
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
に
関
係
す
る
範
囲
で
第
二
三
一
五
条
・
第
二
三
一
六
条
を
概
観
し
た
に

と
ど
ま
り
、
そ
の
う
え
で
、
遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定
基
準
と
な
る
被
相
続
人
の
意
思
の
探
求
と
い
っ
た
特
定
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
に
過

ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
の
指
摘
が
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
被
相
続
人
の
意
思
の
反
映
を
め
ぐ
る
問
題
一
般
に
当
然
に
敷
衍
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
く
、
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
法
に
お
い
て
も
、
被
相
続
人
の
意
思
が
相
続
法
上
の
制
度
に
照
ら

し
ど
こ
ま
で
反
映
さ
れ
る
べ
き
か
と
の
問
題
は
、
前
提
と
し
て
相
続
法
上
の
諸
制
度
の
性
質
を
正
確
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で

に
言
及
し
た
よ
う
に
、
あ
る
相
続
法
上
の
制
度
に
お
い
て
、
元
々
被
相
続
人
の
意
思
に
沿
う
よ
う
な
効
果
な
い
し
解
釈
が
予
定
さ
れ
て
い
る

と
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
被
相
続
人
の
意
思
解
釈
が
問
題
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
遺
留
分
制
度
の
存
在
意
義
や
﹁
相
続
さ
せ
る
﹂

旨
の
遺
言
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
被
相
続
人
の
意
思
の
反
映
範
囲
を
問
う
一
場
面
で
あ
る
と
い
え
る
。
以
上
を
踏
ま
え
、
相
続
法
上
の
諸
制
度

の
性
質
理
解
を
前
提
と
し
て
検
討
し
た
う
え
で
、
右
具
体
的
場
面
に
お
け
る
被
相
続
人
の
意
思
の
反
映
範
囲
の
検
討
を
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。（

１
）　

中
川
善
之
助
＝
泉
久
雄
﹃
相
続
法
［
第
四
版
］﹄（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
〇
年
）
六
四
六
頁
。

一
三
八
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（
２
）　

藤
原
正
則
﹁
最
近
三
十
年
間
の
遺
留
分
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
法
改
正
論
議
（
一
）－

（
五
）﹂
北
大
法
学
論
集
五
五
巻
三
号
七
三
頁
、
同
四
号
一
二
三
頁
、
同
五
号
三
五
頁
、

同
六
号
一
二
一
頁
、五
六
巻
二
号
五
一
頁
、青
竹
美
佳
﹁
遺
留
分
制
度
の
昨
日
と
基
礎
原
理－

ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
留
分
権
論
の
憲
法
論
的
基
礎
付
け
に
よ
る
新
展
開－

（
一
）・

（
二
）﹂
法
学
論
叢
一
五
五
巻
一
号
二
〇
頁
、
同
三
号
二
六
頁
、
西
希
代
子
﹁
遺
留
分
制
度
の
再
検
討
（
一
）－

（
十
）﹂
法
協
一
二
三
巻
九
号
一
頁
、
同
一
〇
号
一
頁
、
同
一

二
号
八
九
頁
、
一
二
四
巻
四
号
八
一
頁
、
同
六
号
一
頁
、
同
七
号
一
頁
、
同
八
号
一
頁
、
同
九
号
三
〇
頁
、
同
一
〇
号
八
七
頁
、
一
二
五
巻
六
号
一
三
〇
頁
な
ど
。

（
３
）　

最
高
裁
昭
和
三
〇
年
五
月
一
〇
日
判
決
・
民
集
九
巻
六
号
六
五
七
頁
。

（
４
）　

最
高
裁
平
成
三
年
四
月
一
九
日
判
決
・
民
集
四
五
巻
四
号
四
七
七
頁
（
目
的
物
は
、
遺
産
分
割
を
要
さ
ず
、
直
ち
に
名
宛
人
た
る
相
続
人
に
承
継
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
（
遺

産
分
割
効
果
説
）、
遺
留
分
を
侵
害
さ
れ
た
相
続
人
は
、
遺
留
分
減
殺
請
求
が
可
能
で
あ
る
。）。

（
５
）　

最
高
裁
平
成
七
年
一
月
二
四
日
判
決
・
判
時
一
六
二
三
号
八
一
頁
（
登
記
申
請
に
つ
き
、
遺
言
執
行
者
と
と
も
に
す
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
、
遺
言
執
行
者
は
登
記
義
務
者

で
は
な
い
。）、
最
高
裁
平
成
一
〇
年
二
月
二
七
日
判
決
・
民
集
五
二
巻
一
号
二
九
九
頁
（
目
的
不
動
産
に
関
す
る
賃
貸
権
確
認
請
求
訴
訟
の
被
告
適
格
は
、
原
則
的
に
遺
言
執

行
者
で
は
な
く
受
益
相
続
人
に
あ
る
。）、
最
高
裁
平
成
一
一
年
一
二
月
一
六
日
判
決
・
民
集
五
三
巻
九
号
一
九
八
九
頁
（
遺
言
実
現
を
妨
害
さ
れ
て
い
る
事
情
の
あ
る
と
き
は
、

遺
言
執
行
の
必
要
性
が
あ
る
場
合
を
承
認
。）。

（
６
）　

最
高
裁
平
成
一
四
年
六
月
一
〇
日
判
決
・
判
時
一
七
九
一
号
五
九
頁
（﹁
相
続
さ
せ
る
﹂
旨
の
遺
言
に
よ
る
目
的
不
動
産
の
取
得
者
は
、
登
記
な
く
し
て
そ
の
取
得
を
第
三

者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。）。

（
７
）　

最
高
裁
平
成
二
一
年
三
月
二
四
日
・
民
集
六
三
巻
三
号
四
二
七
頁
。

（
８
）　

最
高
裁
平
成
二
三
年
二
月
二
二
日
・
民
集
六
五
巻
二
号
六
九
九
頁
（﹁
相
続
さ
せ
る
﹂
旨
の
遺
言
の
名
宛
人
が
先
死
し
た
と
き
は
、
代
襲
相
続
は
原
則
的
に
否
定
さ
れ
る
。）。

（
９
）　

最
高
裁
判
所
に
よ
り
示
さ
れ
た﹁
相
続
さ
せ
る
﹂旨
の
遺
言
に
関
す
る
一
連
の
判
決
を
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
吉
田
克
己
﹁﹃
相
続
さ
せ
る
﹄
旨
の
遺
言
・
再
考
﹂
野
村
豊
弘
＝
床
谷
文
雄
編
著
﹃
遺
言
自
由
の
原
則
と
遺
言
の
解
釈
﹄（
商
事
法
務
・
二
〇
〇

八
年
）
三
二
頁
は
、
遺
産
分
割
効
果
説
を
再
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
諸
制
度
と
の
関
係
を
踏
ま
え
つ
つ
、
類
型
的
考
察
を
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　

も
っ
と
も
、
被
相
続
人
の
意
思
は
あ
く
ま
で
も
事
後
的
に
裁
判
所
が
認
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
真
実
被
相
続
人
の
意
思
に
沿
う
も
の
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、﹁
被
相
続
人
の
意
思
に
沿
う
﹂
と
の
評
価
は
、
き
わ
め
て
不
安
定
な
前
提
の
も
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
11
）　

前
掲
注
（
７
）。
本
判
決
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
安
部
光
壱
﹁
遺
留
分
減
殺
額
と
相
続
債
務
と
の
関
係―

平
成
二
一
年
三
月
二
四
日
最
高
裁
判
決
ま
で
の
裁
判
過
程
を

通
じ
て
の
検
討―

﹂
有
地
亨
先
生
追
悼
論
文
集
﹃
変
貌
す
る
家
族
と
現
代
家
族
法
﹄（
法
律
文
化
社
・
二
〇
〇
九
年
）
二
九
〇
頁
、
神
谷
遊
﹁
遺
留
分
お
よ
び
遺
留
分
侵
害
額

の
算
定
方
法
﹂
久
貴
忠
彦
代
表
編
集
﹃
遺
言
と
遺
留
分　

第
二
巻
遺
留
分
﹄（
日
本
評
論
社
・
二
〇
一
一
年
）
五
六
頁
以
下
、
金
亮
完
﹁
本
件
判
批
﹂
速
報
判
例
解
説
五
号
一

一
三
九
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相
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遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定

〇
八
頁
、
吉
永
一
行
﹁
本
件
判
批
﹂
法
セ
六
六
一
号
一
二
八
頁
、
本
山
敦
﹁
本
件
判
批
﹂
法
の
支
配　

一
五
六
号
一
七
一
頁
、
近
江
幸
治
﹁
本
件
判
批
﹂
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク

ス
四
一
号
七
四
頁
、
西
希
代
子
﹁
本
件
判
批
﹂
民
商
一
四
二
巻
三
号
三
一
四
頁
、
塩
月
秀
平
﹁
本
件
判
批
﹂
金
法
一
八
七
七
号
六
頁
、
塩
崎
勤
﹁
本
件
判
批
﹂
銀
行
法
務
二
一

　

七
一
四
号
一
五
頁
、
拙
稿
﹁
本
件
判
批
﹂
同
志
社
法
学
六
三
巻
第
二
号
四
〇
九
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
12
）　

こ
の
点
に
つ
き
、
西
・
前
掲
注
（
11
）
三
二
八
頁
は
、
強
い
遺
留
分
制
度
に
懐
疑
的
な
立
場
か
ら
、﹁
被
相
続
人
の
意
思
と
の
関
係
で
、
遺
留
分
権
利
者
に
き
わ
め
て
厚
い

保
護
を
与
え
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
﹂
と
し
て
、
本
判
決
の
結
論
に
好
意
的
な
態
度
を
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
山
・
前
掲
注
（
11
）
一
七
六－

一
七
八
頁
は
、﹁
相

続
さ
せ
る
﹂
旨
の
遺
言
に
関
す
る
判
例
の
蓄
積
お
よ
び
本
判
決
の
妥
当
性
が
失
わ
れ
る
場
面
を
指
摘
し
、﹁
遺
留
分
は
、
本
来
、
物
権
的
な
﹃
最
小
限
度
の
権
利
﹄
で
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
る
。

（
13
）　B

G
H

 Z
E

V
 2010, S,190=

 F
am

R
Z

 2010, S.640=
 N

JW
 2010, S.3023.

（
14
）　

第
二
三
二
五
条
以
下
に
定
め
る
遺
留
分
補
充
請
求
権
も
ま
た
、
第
二
三
一
一
条
に
対
す
る
例
外
を
定
め
て
い
る
。
第
二
三
二
五
条
以
下
の
意
義
お
よ
び
目
的
は
、
被
相
続
人

に
よ
る
生
前
の
出
捐
が
遺
留
分
権
を
空
洞
化
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（Staudinger / U

lrich
 H

a
a

s, K
om

m
entar zum

 B
ürgeriches 

G
esetzbuch, B

and 5, N
eubearb., 2006,§

2315, R
dN

r.1.

）。

（
15
）　K

n
u

t W
ern

er L
a

n
ge, R

eform
 des P

flichtteilsrechts: Ä
nderungsvorschläge zu A

nrechnung und Stundung, D
notZ

 2007, S.84, 87.

（
16
）　L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.15

）, S.87.

（
17
）　L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.15

）, S.87.

（
18
）　L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.15

）, S.87f.; G
erh

a
erd

 O
tte, D

as P
flichtteilsrecht-V

erfassungsrechtsprechung und R
echtspolitik, A

cP
 202

（2002

）, S.315, 361.

（
19
）　M

ünchener K
om

m
entar / K

n
u

t W
ern

er L
a

n
ge, B

ürgeriches G
esetzbuch, E

rbrecht, B
and 9, 5. A

ufl.,2010,§
2315, R

dN
r.2.

（
20
）　B

G
H

 D
N

otZ
 1963, S.113, 114, O

L
G

 D
üsseldorf F

am
R

Z
 1994, S.1491; Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14

）, R
dN

r.10; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.19

）, 

R
dN

r.6.

（
21
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14

）, R
dN

r.10.

（
22
）　B

G
H

 W
M

 1983, S.823.

（
23
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14

）, R
dN

r.11; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.19
）, R

dN
r.7.

（
24
）　Soergel / A

lbrech
t D

ieckm
an

n
, B

ürgeriches G
esetzbuch,B

and 3, 13. A
ufl.,2002,§

2315,R
dN

r.4; Staudinger / H
aas, a.a.O

.（F
n.14

）, R
dN

r.11; M
ünchener 

/ L
a

n
ge,a.a.O

.（F
n.19

）, R
dN

r.7.

一
四
〇
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（
25
）　

第
二
三
四
六
条
第
一
項
﹁
被
相
続
人
の
血
族
並
び
に
配
偶
者
は
、
被
相
続
人
と
の
契
約
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
定
相
続
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
放
棄
し
た
者
は
、
相

続
開
始
の
時
に
最
早
生
存
し
て
い
な
い
と
き
と
同
様
に
、
法
定
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
放
棄
し
た
者
は
、
遺
留
分
権
を
有
し
な
い
。﹂

　
　
　

第
二
項
﹁
放
棄
は
、
遺
留
分
権
に
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂

（
26
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14

）, R
dN

r.11; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.19

）, R
dN

r.7.

（
27
）　O

L
G

 D
üsseldorf F

am
R

Z
 1994, S.1491; Soergel / D

ieckm
a

n
n

, a.a.O
.（F

n.24

）, R
dN

r.4; Staudinger / H
a

a
s, a.a.O

.（F
n.14

）, R
dN

r.11; M
ünchener / L

a
n

ge, 

a.a.O
.（F

n.19
）, R

dN
r.7.

（
28
）　Soergel / D

ieckm
a

n
n

, a.a.O
.（F

n.24

）, R
dN

r.4.

（
29
）　B

G
H

 D
N

otZ
 1963, S.113.

（
30
）　B

G
H

 D
N

otZ 1963, S.113; Soergel / D
ieckm

an
n

, a.a.O
.（F

n.24

）, R
dN

r.5; Staudinger / H
aas, a.a.O

.（F
n.14

）, R
dN

r.15; M
ünchener / L

an
ge, a.a.O

.（F
n.19

）, 

R
dN

r.8.

（
31
）　B

G
H

 D
N

otZ
 1963, S.113; L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.19

）, R
dN

r.8.

（
32
）　E

rm
an / W

ilfried
 S

ch
lü

ter, B
ürgeriches G

esetzbuch,, B
and 2, 11.A

ufl., 2004, §
2315, R

dN
r.3; Soergel / D

ieckm
a

n
n

, a.a.O
.（F

n.24

）, R
dN

r.5.

（
33
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14

）, R
dN

r.13.

（
34
）　E

rm
an / S

ch
lü

ter, a.a.O
.（F

n.32

）, R
dN

r.4; Soergel / D
ieckm

a
n

n
, a.a.O

.（F
n.24

）, R
dN

r.6; Staudinger / H
a

a
s, a.a.O

.（F
n.14

）, R
dN

r.17; M
ünchener / 

L
a

n
ge, a.a.O

.（F
n.19

）, R
dN

r.10.

な
お
、
被
相
続
人
は
、
算
入
の
指
示
を
し
た
後
に
、
そ
の
指
示
を
単
独
行
為
に
よ
り
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、

方
式
を
要
す
る
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
（Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14

）, R
dN

r.33; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.19

）, R
dN

r.11.

）。

（
35
）　

受
益
者
が
、
出
捐
の
受
領
後
に
算
入
を
合
意
し
た
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き
は
、
遺
留
分
放
棄
契
約
の
存
在
が
肯
定
さ
れ
る
（M

ünchener / L
a

n
ge, a.a.O

.（F
n.19

）, 

R
dN

r.14.

）。

（
36
）　E

rm
an / S

ch
lü

ter, a.a.O
.（F

n.32

）, R
dN

r.4; Soergel / D
ieckm

a
n

n
, a.a.O

.（F
n.24

）, R
dN

r.6; Staudinger / H
a

a
s, a.a.O

.（F
n.14

）, R
dN

r.18; M
ünchener / 

L
a

n
ge, a.a.O

.（F
n.19

）, R
dN

r.13.

た
だ
し
、
方
式
を
欠
く
遺
留
分
権
利
者
の
同
意
で
は
足
り
な
い
と
さ
れ
る
（Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14

）, R
dN

r.18.

）。

（
37
）　E

rm
an / S

ch
lü

ter, a.a.O
.（F

n.32

）, R
dN

r.4; Staudinger / H
a

a
s, a.a.O

.（F
n.14

）, R
dN

r.18; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.19

）, R
dN

r.13.

（
38
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14

）, R
dN

r.18.

（
39
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14

）, R
dN

r.19; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.19

）, R
dN

r.15.

一
四
一
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（
40
）　Soergel / D

ieckm
a

n
n

, a.a.O
.（F

n.24

）, R
dN

r.6; Staudinger / H
a

a
s, a.a.O

.（F
n.14

）, R
dN

r.20; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.19

）, R
dN

r.15.
（
41
）　

こ
の
場
合
も
算
入
の
定
め
自
体
に
方
式
は
要
さ
な
い
と
す
る
見
解
と
し
て
、Staudinger / H
a

a
s, a.a.O

.（F
n.14

）, R
dN

r.22.

方
式
を
要
す
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、

M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.19

）, R
dN

r.10.

（
42
）　L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.15

）, S.87f.; In
ge K

rop
p

en
berg, A

nm
erkung zum

 U
rteil des B

G
H

 v. 27.1.2010, JZ
 2010, S.743. L

a
n

ge

は
、
受
益
者
は
算
入
に
同
意
し

な
い
と
き
に
は
、
後
述
の
よ
う
に
出
捐
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
保
護
の
必
要
が
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。K

rop
p

en
berg

も
ま
た
、
原

則
的
に
事
後
的
な
算
入
の
指
示
ま
た
は
変
更
が
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
遺
留
分
権
利
者
は
一
定
の
保
護
を
受
け
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。

（
43
）　E

rm
an / S

ch
lü

ter, a.a.O
.（F

n.32

）, R
dN

r.4; Soergel / D
ieckm

a
n

n
, a.a.O

.（F
n.24

）, R
dN

r.6; Staudinger / H
a

a
s, a.a.O

.（F
n.14

）, R
dN

r.27.

（
44
）　Soergel / D

ieckm
a

n
n

, a.a.O
.（F

n.24

）, R
dN

r.6; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.19

）, R
dN

r.15.

（
45
）　L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.15

）, S.89; K
rop

p
en

berg, a.a.O
.（F

n.42

）, S.744.

（
46
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14
）, R

dN
r.57.

（
47
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14
）, R

dN
r.36; M

ünchener / L
a

n
ge, a.a.O

.（F
n.19

）, R
dN

r.19.

（
48
）　

事
例
お
よ
び
計
算
過
程
は
、M

ünchener / L
a

n
ge, a.a.O

.（F
n.19

）, R
dN

r.19

に
拠
っ
た
。

（
49
）　

出
捐
が
贈
与
で
あ
る
と
き
は
、
生
前
贈
与
を
受
け
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
僅
か
に
出
捐
を
受
け
た
に
過
ぎ
な
い
遺
留
分
権
利
者
の
た
め
に
、
第
二
三
二
五
条
以
下
に
基

づ
く
遺
留
分
補
充
請
求
権
が
考
慮
さ
れ
る
（Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14

）,  R
dN

r.4; M
ünchener / L

a
n

ge,  a.a.O
.（F

n.19

）, R
dN

r.19.

）。

（
50
）　D

om
in

iqu
e Ja

kob, D
ie A

usstattung

（§
1624 B

G
B

）-ein fam
ilienrechtlichesInstrum

ent m
oderner V

erm
ögensgestaltung?, A

cP
 207

（2007

）, S.198, 

S.207.

こ
の
場
合
で
も
、
出
捐
が
贈
与
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
三
二
五
条
、
第
二
三
二
九
条
の
要
件
の
も
と
で
、
遺
留
分
補
充
請
求
権
が
考
慮
さ
れ
得
る
（M

ünchener / 

L
a

n
ge, a.a.O

.（F
n.19

）, R
dN

r.14.

）。

（
51
）　

第
二
〇
五
〇
条
第
一
項
﹁
法
定
相
続
人
と
し
て
相
続
し
た
直
系
卑
属
は
、
被
相
続
人
が
出
捐
の
さ
い
に
別
段
の
定
め
を
し
て
い
な
い
限
り
、
被
相
続
人
の
生
存
中
に
被
相
続

人
よ
り
生
計
の
資
本
と
し
て
受
け
た
も
の
を
分
割
の
さ
い
に
相
互
に
調
整
す
る
義
務
を
負
う
。﹂

　
　
　

本
条
の
訳
出
は
、
太
田
武
男
＝
佐
藤
義
彦
編
﹃
ド
イ
ツ
相
続
法
﹄（
有
斐
閣
・
一
九
八
九
年
）
三
九
六
頁
［
床
谷
文
雄
執
筆
部
分
］
に
拠
っ
た
。

（
52
）　

第
二
〇
五
七
条
ａ
第
一
項
﹁
長
期
に
わ
た
り
被
相
続
人
の
家
政
、
職
業
若
し
く
は
事
業
に
お
け
る
共
働
、
多
額
の
金
銭
給
付
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
被
相
続
人
の
財

産
の
維
持
又
は
増
加
に
特
に
寄
与
し
た
直
系
卑
属
は
、
分
割
の
際
、
法
定
相
続
人
と
し
て
相
続
を
受
け
る
直
系
卑
属
間
に
お
い
て
調
整
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
〇

五
二
条
を
準
用
す
る
。
長
期
に
わ
た
り
被
相
続
人
を
介
護
し
た
直
系
卑
属
も
同
様
と
す
る
。﹂

一
四
二
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本
条
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
太
田
＝
佐
藤
編
・
前
掲
注
（
52
）
四
二
四
頁
［
本
沢
巳
代
子
執
筆
部
分
］
を
参
考
と
し
た
。

（
53
）　Staudinger / U

lrich
 H

a
a

s, K
om

m
entar zum

 B
ürgeriches G

esetzbuch, B
and 5, N

eubearb., 2006, §
2316, R

dN
r.1.

（
54
）　Soergel / A

lbrech
t D

ieckm
a

n
n

, B
ürgeriches G

esetzbuch, B
and 3, 13. A

ufl., 2002, §
2316, R

dN
r.3; Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.53

）, R
dN

r.16; Ja
kob, 

a.a.O
.（F

n.50

）, S.208; M
ünchener K

om
m

entar / K
n

u
t W

ern
er L

a
n

ge, B
ürgeriches G

esetzbuch, E
rbrecht, B

and 9, 5.A
ufl., 2010, §

2316, R
dN

r.3.

（
55
）　B

G
H

 N
JW

 1993, S.1197; Soergel /  D
ieckm

an
n

, a.a.O
.（F

n.54

）, R
dN

r.3; Staudinger / H
aas, a.a.O

.（F
n.53

）, R
dN

r.16; M
ünchener / L

an
ge, a.a.O

.（F
n.54

）, 

R
dN

r.3.

（
56
）　

第
一
九
二
三
条
第
二
項
﹁
相
続
開
始
の
時
に
ま
だ
生
存
し
な
い
が
、
す
で
に
懐
胎
さ
れ
て
い
た
者
は
、
相
続
開
始
の
前
に
生
ま
れ
た
も
の
と
み
な
す
。﹂

　
　
　

本
条
の
訳
出
は
、
太
田
＝
佐
藤
編
・
前
掲
注
（
52
）
三
六
頁
［
坂
本
オ
ロ
フ
ソ
ン
優
子
執
筆
部
分
］
に
拠
っ
た
。

（
57
）　

直
系
卑
属
の
一
人
が
相
続
権
を
失
っ
た
場
合
の
調
整
義
務
を
定
め
る
第
二
〇
五
一
条
第
一
項
に
よ
り
、
被
相
続
人
よ
り
先
に
死
亡
し
た
直
系
卑
属
へ
の
出
捐
も
ま
た
第
二
三

一
六
条
に
お
け
る
調
整
の
対
象
と
な
る
。
ま
た
、
第
二
〇
五
七
条
ａ
は
第
二
〇
五
一
条
を
参
照
し
て
い
な
い
が
、
直
系
卑
属
の
有
利
と
な
る
よ
う
に
第
二
〇
五
一
条
第
一
項
が

準
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
が
支
配
的
見
解
で
あ
る
（Soergel / D

ieckm
a

n
n

, a.a.O
., 

（F
n.54

）, R
dN

r.2.

）。
こ
の
点
に
関
す
る
議
論
の
詳
細
は
、
拙
稿
﹁
ド
イ

ツ
に
お
け
る
相
続
分
の
調
整
﹂
同
志
社
法
学
三
四
四
号
一
七
六
頁
、
註
58
・
60
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
58
）　

第
二
三
一
〇
条
﹁
遺
留
分
の
算
定
に
つ
き
基
準
と
な
る
相
続
分
の
確
定
に
お
い
て
は
、
終
意
処
分
に
よ
り
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
た
者
、
相
続
を
放
棄
し
た
者
又
は
相
続
欠
格

の
宣
告
を
受
け
た
者
も
相
続
人
に
含
め
る
。
相
続
放
棄
契
約
に
よ
り
法
定
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
た
者
は
、
相
続
人
に
含
め
な
い
。﹂

　
　
　

な
お
、﹁A

usschlagung

﹂
は
相
続
開
始
後
の
相
続
放
棄
（
第
一
九
四
四
条
以
下
）
を
指
し
、﹁E

rbverzicht

﹂
は
当
事
者
間
の
契
約
に
よ
る
相
続
放
棄
（
第
二
三
四
六
条
。

訳
出
は
前
掲
注
（
25
）
参
照
）
を
指
す
。

（
59
）　Soergel / D

ieckm
a

n
n

, a.a.O
., （F

n.54

）, R
dN

r.2; Staudinger / H
a

a
s, a.a.O

.（F
n.53

）, R
dN

r.3; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.54

）, R
dN

r.4.

（
60
）　Soergel / D

ieckm
a

n
n

, a.a.O
., （F

n.54

）, R
dN

r.2; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.54

）, R
dN

r.4.

（
61
）　

第
二
三
四
九
条
﹁
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
又
は
傍
系
血
族
が
そ
の
法
定
相
続
権
を
放
棄
し
た
と
き
は
、放
棄
の
効
力
は
、別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、そ
の
直
系
卑
属
に
及
ぶ
。﹂

（
62
）　B

G
H

 N
JW

 1993, S.1197; Soergel / D
ieckm

a
n

n
, a.a.O

., （F
n.54

）, R
dN

r.5.

（
63
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.53

）, R
dN

r.10; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.54
）, R

dN
r.11.

（
64
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.53

）, R
dN

r.12; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.54
）, R

dN
r.12.

（
65
）　

第
二
〇
五
五
条
第
一
項
﹁
各
共
同
相
続
人
が
調
整
す
べ
き
出
捐
の
価
額
は
、
分
割
の
さ
い
に
、
各
自
の
相
続
分
に
算
入
す
る
。
調
整
す
べ
き
全
出
捐
の
価
額
は
、
調
整
が
行

一
四
三
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先
取
り
相
続
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定

わ
れ
る
共
同
相
続
人
に
遺
産
が
帰
属
す
る
限
り
で
、
遺
産
に
加
算
す
る
。﹂
第
二
項
﹁
価
額
は
、
出
捐
が
行
わ
れ
た
時
点
を
基
準
と
し
て
定
め
る
。﹂

　
　
　

本
条
訳
出
は
、
太
田
＝
佐
藤
編
・
前
掲
注
（
51
）
四
〇
八
頁
［
山
下
登
執
筆
部
分
］
に
拠
っ
た
。

（
66
）　

も
っ
と
も
、
支
配
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
出
捐
が
贈
与
で
あ
る
と
き
は
、
な
お
遺
留
分
補
充
請
求
権
の
対
象
と
な
り
得
る
と
さ
れ
る
（Soergel / D

ieckm
an

n
, a.a.O

.,（F
n.54

）, 

R
dN

r.29;Staudinger / H
a

a
s, a.a.O

.（F
n.53), R

dN
r.34, 58; M

ünchener / L
a

n
ge, a.a.O

.（F
n.54

）, R
dN

r.14, 24.

）。

（
67
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.53

）, R
dN

r.30.

（
68
）　

第
二
〇
五
七
条
ａ
第
四
項
﹁
分
割
に
お
い
て
、
調
整
額
は
調
整
請
求
権
者
で
あ
る
共
同
相
続
人
の
相
続
分
に
加
算
さ
れ
る
。
調
整
額
の
合
計
は
、
調
整
が
な
さ
れ
る
共
同
相

続
人
に
帰
属
す
る
限
り
で
、
遺
産
の
価
額
か
ら
控
除
す
る
。﹂

（
69
）　Jü

rgen
 D

a
m

ra
u

, E
rbresatyanspruch und E

rbausgleich, F
am

R
Z

 1969, S.579, 580; E
rm

an / W
ilfried

 S
ch

lü
ter, B

ürgeriches G
esetzbuch,, B

and 2, 

11.A
ufl., 2004, §

2057a, R
dN

r.10; Staudinger / H
a

a
s, a.a.O

.（F
n.53

）, R
dN

r.46; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.54

）, R
dN

r.17, usw
.

こ
れ
に
反
対
す
る
見
解

と
し
て
、Soergel  / M

a
n

fred
 W

orf, B
ürgeriches G

esetzbuch, B
and 3, 13. A

ufl., 2002, §
2057a, R

dN
r.17.

（
70
）　

事
例
お
よ
び
計
算
過
程
は
、M

ünchener / L
a

n
ge, a.a.O

.（F
n.54

）, R
dN

r.18

に
拠
っ
た
。

（
71
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.53

）, R
dN

r.33; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.54

）, R
dN

r.18.

（
72
）　

事
例
は
、Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.53
）, R

dN
r.45

に
拠
っ
た
。

（
73
）　

実
務
上
、
原
則
的
に
第
二
三
一
六
条
第
四
項
に
お
い
て
問
題
と
な
る
出
捐
は
、
法
に
基
づ
き
直
接
に
調
整
の
義
務
を
負
う
も
の
、
す
な
わ
ち
、
生
計
の
資
本
（
第
二
〇
五
〇

条
第
一
項
）
お
よ
び
補
助
金
（
同
条
第
二
項
）
で
あ
り
、
明
確
な
被
相
続
人
の
指
示
に
よ
っ
て
の
み
調
整
が
な
さ
れ
る
第
二
〇
五
〇
条
第
三
項
に
基
づ
く
出
捐
が
本
項
の
適
用

対
象
と
な
る
こ
と
は
珍
し
い
と
さ
れ
る
（Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.53

）, R
dN

r.48.

）。

（
74
）　M

ünchener / L
a

n
ge, a.a.O

.（F
n.54

）, R
dN

r.30.

（
75
）　E

rm
an / W

ilfried
 Sch

lü
ter, B

ürgeriches G
esetzbuch, B

and 2, 11.A
ufl., 2004, §

2316, R
dN

r.8; Soergel / D
ieckm

an
n

, a.a.O
., （F

n.54

）, R
dN

r.20; Staudinger / 

H
a

a
s, a.a.O

.（F
n.53

）, R
dN

r.47.

（
76
）　E

rm
an / S

ch
lü

ter, a.a.O
.（F

n.75

）, R
dN

r.8; Soergel / D
ieckm

a
n

n
, a.a.O

., （F
n.54

）, R
dN

r.20; Staudinger / H
a

a
s, a.a.O

.（F
n.53

）, R
dN

r.49; M
ünchener / 

L
a

n
ge, a.a.O

.（F
n.54

）, R
dN

r.30, usw
.

（
77
）　

事
例
は
、M

ünchener / L
a

n
ge, a.a.O

.（F
n.54

）, R
dN

r.30

に
拠
っ
た
。

（
78
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.53

）, R
dN

r.51; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.54

）, R
dN

r.34.
こ
の
点
に
つ
き
、L

a
n

ge

は
、
第
二
三
一
五
条
に
基
づ
く
算
入
義

一
四
四
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務
の
根
本
的
な
考
え
方
に
一
致
さ
せ
難
い
規
定
で
あ
り
、
と
く
に
、
被
相
続
人
に
よ
り
指
示
さ
れ
た
調
整
が
本
条
第
四
項
に
お
い
て
遺
留
分
債
務
者
に
半
分
に
つ
い
て
の
み
考

慮
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、
お
よ
び
算
入
義
務
と
調
整
義
務
を
負
う
者
が
第
二
三
一
五
条
な
い
し
本
条
第
一
項
に
そ
れ
ぞ
れ
基
づ
い
て
算
入
義
務
ま
た
は
調
整
義
務
の
一
方

を
負
う
者
よ
り
も
劣
後
す
る
こ
と
は
体
系
に
反
す
る
と
し
て
、
そ
も
そ
も
直
系
卑
属
の
み
が
存
す
る
と
き
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
条
第
四
項
に
基
づ
く
遺
留
分
算
定
に
は
不

具
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
直
系
卑
属
と
配
偶
者
と
が
遺
留
分
権
利
者
に
な
る
と
き
は
、
本
条
第
四
項
が
内
包
す
る
問
題
の
程
度
を
激
化
す
る
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
っ
て
、
根
本
的
な
問
題
を
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
ま
た
、
直
系
卑
属
の
み
が
存
す
る
と
き
に
の
み
規
定
の
適
用
可
能
性
を
制
限
す
る
根
拠
は
な
い
と
す
る

（M
ünchener / d

ers, a.a.O
.（F

n.54

）, R
dN

r.34.

）。

（
79
）　Soergel / D

ieckm
a

n
n

, a.a.O
., （F

n.54

）, R
dN

r.22; Staudinger / H
a

a
s, a.a.O

.（F
n.53

）, R
dN

r.51.

（
80
）　Soergel / D

ieckm
a

n
n

, a.a.O
., （F

n.54

）, R
dN

r.24; Staudinger / H
a

a
s, a.a.O

.（F
n.53

）, R
dN

r.54 -57 ; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.54

）, R
dN

r.35.

（
81
）　

事
例
お
よ
び
計
算
過
程
は
、M

ünchener / L
a

n
ge, a.a.O

.（F
n.54

）, R
dN

r.35

に
拠
っ
た
。

（
82
）　E

rm
an / Sch

lü
ter, a.a.O

.（F
n.32

）, R
dN

r.1; Soergel / D
ieckm

an
n

, a.a.O
., （F

n.24

）, R
dN

r.1f.; Staudinger / H
aas, a.a.O

.（F
n.14

）, R
dN

r.2f.; Jakob, a.a.O
.（F

n.33

）, 

S.208; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.19

）, R
dN

r.3.

（
83
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14

）, R
dN

r.3.

（
84
）　Soergel / D

ieckm
a

n
n

, a.a.O
., （F

n.24

）, R
dN

r.6; Staudinger / H
a

a
s, a.a.O

.（F
n.14

）, R
dN

r.19, 23ff., 50; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.19

）, R
dN

r.14, 

18, 33.

（
85
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14

）, R
dN

r.19; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.19

）, R
dN

r.14.

（
86
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14

）, R
dN

r.19.

（
87
）　E

rm
an / S

ch
lü

ter, a.a.O
.（F

n.32

）, R
dN

r.4; Soergel / D
ieckm

a
n

n
, a.a.O

., （F
n.24

）, R
dN

r.6; Staudinger / H
a

a
s, a.a.O

.（F
n.14

）, R
dN

r.23; M
ünchener 

/ L
a

n
ge, a.a.O

.（F
n.19

）, R
dN

r.14.

（
88
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14

）, R
dN

r.23. H
a

ss

は
、
こ
の
よ
う
に
﹁
相
続
分
へ
の
算
入
の
定
め
﹂
の
性
質
を
解
し
た
う
え
で
、
第
二
三
一
五
条
の
起
源
史
を
持
ち

出
し
（
起
源
史
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
第
二
節
本
件
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
に
お
け
る
判
旨
参
照
。）、
相
続
分
へ
の
調
整
の
指
示
が
、
そ
の
ご
く
自
然
な
意
味
を
超
え
て
直
接

遺
留
分
に
影
響
し
得
る
（
遺
留
分
へ
の
算
入
が
許
さ
れ
る
）
の
は
、
具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
き
わ
め
て
例
外
的
な
状
況
に
限
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
第
二
三
一
五
条
に

基
づ
く
算
入
に
は
、
と
り
わ
け
、
出
捐
の
時
点
で
受
益
者
に
、
遺
留
分
を
縮
減
す
る
算
入
の
効
果
が
認
識
し
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
要
す
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。

（
89
）　

第
二
三
一
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
調
整
義
務
の
み
の
場
合
、
前
節
第
二
款
（
３
）（
ⅰ
）（
ａ
）
に
お
い
て
言
及
し
た
よ
う
に
、
第
二
〇
五
〇
条
以
下
の
調
整
義
務
に
も
か
か

一
四
五
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先
取
り
相
続
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定

わ
ら
ず
、
直
系
卑
属
は
完
全
に
平
等
に
扱
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
条
四
項
に
基
づ
き
算
入
お
よ
び
調
整
が
競
合
す
る
と
き
は
、
出
捐
に
つ
き
、
調
整
手
続
き
で

は
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
も
う
半
分
の
価
額
が
算
入
手
続
き
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
90
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14

）, R
dN

r.50; M
ünchener / L

a
n

ge, a.a.O
.（F

n.19

）, R
dN

r.33.

（
91
）　

藤
原
・
ド
イ
ツ
の
法
改
正
論
議
（
一
）
前
掲
注
（
２
）
七
六
頁
以
下
。
先
取
り
相
続
に
関
し
て
は
、
す
で
に
、
同
書
八
一
頁
以
下
お
よ
び
新
井
誠
編
﹃
高
齢
社
会
と
エ
ス
テ

イ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
﹄（
日
本
評
論
社
・
二
〇
〇
〇
年
）
一
八
五
頁
以
下
、
二
一
四
頁
以
下
［
藤
原
正
則
執
筆
部
分
］　

で
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
92
）　

新
井
編
・
前
掲
注
（
91
）
二
一
五
頁
［
藤
原
正
則
執
筆
部
分
］。

（
93
）　H

ein
rich

 L
a

n
ge / K

u
rt K

u
ch

in
ke, L

ehrbuch des E
rbrechts, neubearb.A

ufl., 1995, S.495.

（
94
）　L

a
n

ge / K
u

ch
in

ke, a.a.O
.（F

n.94

）, S.495.

（
95
）　L

a
n

ge / K
u

ch
in

ke, a.a.O
.（F

n.94

）, S.496.

（
96
）　D

irk O
lzen

, V
orew

eggenom
m

ene E
rbfolge in historischer Sicht, 1988, S.7f.

（
97
）　L

a
n

ge / K
u

ch
in

ke, a.a.O
.（F

n.94
）, S.496.

新
井
編
・
前
掲
注
（
91
）
二
一
五
頁
［
藤
原
正
則
執
筆
部
分
］、
藤
原
・
ド
イ
ツ
の
法
改
正
論
議
（
一
）
前
掲
注
（
２
）
八

二
頁
。
な
お
、
売
買
と
解
さ
れ
る
か
否
か
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
さ
れ
る
（L

a
n

ge / K
u

ch
in

ke, a.a.O
.

（F
n.94

）, S.496.

）。

（
98
）　

第
二
章
第
一
節
第
一
款
（
２
）（
ⅰ
）（
ｂ
）
参
照
。

（
99
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14

）, R
dN

r.12.

（
１００
）　Staudinger / H

a
a

s, a.a.O
.（F

n.14

）, R
dN

r.19.

（
１０１
）　

本
稿
で
は
遺
留
分
算
定
の
際
に
、
被
相
続
人
か
ら
の
出
捐
物
の
評
価
額
算
定
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
が
、
評
価
額
の
算
定
方
法
に
よ
っ
て
は
、
遺
留
分
請
求
権
の
（
間

接
的
な
）
制
限
に
繋
が
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
と
り
わ
け
事
業
承
継
に
対
す
る
遺
留
分
の
制
限
に
関
す
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
青
竹
美
佳
﹁
事

業
承
継
の
妨
害
を
正
当
化
す
る
遺
留
分
権
の
根
拠
﹂
修
道
法
学
三
三
巻
二
号
一
二
頁
以
下
参
照
。

（
１０２
）　

本
件
で
は
、
当
事
者
の
主
張
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
遺
留
分
算
定
に
要
す
る
出
捐
の
価
額
に
つ
い
て
の
主
張
責
任
お
よ
び
立
証
責
任
に
つ
い
て
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、

本
稿
で
は
割
愛
す
る
。
ま
た
、
本
件
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
Y1
主
張
の
第
二
〇
五
七
条
ａ
に
基
づ
き
調
整
さ
れ
る
べ
き
特
別
給
付
が
ど
の
程
度
調
整
さ
れ
得
る
か
に
つ
い
て
確

定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
確
定
を
欠
く
限
り
は
、
Ｘ
の
遺
留
分
請
求
権
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
述
べ
て
い
る
。

（
１０３
）　O

L
G

 F
rankfurt / M

.v.25.3.2009, 19 U
 126 / 08.

（
１０４
）　

本
件
判
決
に
お
け
る
判
旨
の
各
小
題
は
、Z

E
V

 2010, S.190ff.

を
参
考
と
し
た
。
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（
１０５
）　C

h
ristop

h
er K

eim
, A

nm
erukung zum

 U
rteil des B

G
H

 v.27.1.2010, Z
E

V
 2010, S.192; M

a
rtin

 L
öh

n
ig, A

nm
erukung zum

 U
rteil des B

G
H

 v.27.1.2010, 

F
am

R
Z

 2010, S.643; In
ge K

rop
p

en
berg, A

nm
erukung zum

 U
rteil des B

G
H

 v.27.1.2010, JZ
 2010, S.741.

（
１０６
）　K

eim
, a.a.O

.（F
n.105

）, S.192.

（
１０７
）　B

G
H

Z
 82, S.274=

F
am

R
Z

 1981, S.1173.

（
１０８
）　F

am
R

Z
 1989, S.175.

（
１０９
）　R

ich
a

rd
 L

in
d

n
er, A

nm
erukung zum

 U
rteil des B

G
H

 v.27.1.2010, jurisP
R

-B
G

H
Z

ivilR
 10 / 2010, A

nm
.2, unter C

.

（
１１０
）　L

in
d

n
er, a.a.O

.（F
n.109

）, unter C
.

（
１１１
）　K

eim
, a.a.O

.（F
n.105

）, S.192; L
öh

n
ig, a.a.O

.（F
n.105

）, S.643; K
rop

p
en

berg, a.a.O
.（F

n.105

）, S.744; L
in

d
n

er, a.a.O
.（F

n.109

）, unter C
.

（
１１２
）　K

rop
p

en
berg, a.a.O

.（F
n.105

）, S.744.

こ
れ
に
反
対
す
る
見
解
と
し
て
、N

icola
i F

u
n

k, A
nm

erukung zum
 U

rteil des B
G

H
 v.27.1.2010, jurisP

R
-F

am
R

 12 

/ 2010, A
nm

.1., unter D
.

（
１１３
）　

こ
の
点
に
つ
き
、K

rop
p

en
berg

は
、
算
入
指
示
の
際
の
遺
留
分
権
利
者
の
主
観
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
判
決
の
集
積
が
待
た
れ
る
旨
述
べ
て
い
る

（d
ers, a.a.O

.（F
n.105

）, S.743.

）。
ま
た
、L
in

d
n

er

は
、
や
は
り
被
相
続
人
の
意
思
は
、
譲
渡
契
約
の
契
約
当
事
者
と
し
て
の
譲
受
人
に
と
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
必
要
が

あ
る
と
し
、
こ
こ
で
の
問
題
は
受
益
者
の
視
点
か
ら
解
釈
さ
れ
る
べ
き
受
領
を
要
す
る
意
思
表
示
な
の
で
あ
っ
て
、
受
領
を
要
し
な
い
一
方
的
な
終
意
の
指
示
で
は
な
い
と
す

る
（d

ers., a.a.O
.（F

n.109

）, unter C
.

）。
算
入
の
指
示
を
出
捐
受
領
者
に
﹁
認
識
さ
せ
る
﹂
こ
と
の
要
否
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
一
節
第
一
款
（
２
）（
ⅱ
）（
ｃ
）
お
よ

び
前
掲
注
（
26
）
参
照
、
算
入
の
指
示
は
受
領
を
要
す
る
一
方
的
な
意
思
表
示
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
款
（
２
）（
ⅱ
）（
ａ
）
参
照
。

（
１１４
）　K

rop
p

en
berg, a.a.O

.（F
n.105

）, S.743. K
rop

p
en

berg
は
、
相
続
分
へ
の
調
整
の
指
示
が
遺
留
分
に
直
接
影
響
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
例
外
的
な
状
況
に
限
ら
れ
る

わ
け
で
は
な
い
と
す
る
（
こ
の
点
に
つ
き
、
前
掲
注
（
70
）
参
照
。）。
さ
ら
に
、
第
二
〇
五
〇
条
以
下
に
基
づ
く
調
整
が
す
べ
て
の
直
系
卑
属
の
平
等
取
扱
い
を
前
提
と
し
て

お
り
、
ま
た
こ
の
前
提
が
、
被
相
続
人
が
そ
れ
と
異
な
る
指
示
を
し
て
い
な
い
場
合
に
、
典
型
的
な
被
相
続
人
の
意
思
に
合
致
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
本
件
連
邦
通
常

裁
判
所
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
第
三
章
第
二
節
（
ⅱ
）（
ｅ
）
参
照
。）、
第
二
〇
五
〇
条
、
第
二
〇
五
七
条
ａ
お
よ
び
第
二
三
一
六
条
は
、
具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
、

直
系
卑
属
の
完
全
な
平
等
取
扱
い
を
導
く
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
き
、
第
二
章
第
一
節
第
二
款
（
３
）（
ａ
）
参
照
。）。

（
１１５
）　F

u
n

k, a.a.O
.（F

n.112

）, unter D
.

（
１１６
）　K

rop
p

en
berg, a.a.O

.（F
n.105

）, S.744.

（
１１７
）　L

öh
n

ig, a.a.O
.（F

n.105

）, S.644. L
öh

n
ig

は
、
す
べ
て
の
状
況
が
総
合
考
量
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、﹁
先
取
り
相
続
﹂
と
い
う
語
を
選
択
し
た
と
し
て
も
、
算

一
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先
取
り
相
続
に
お
け
る
遺
留
分
算
定
方
法
の
確
定

入
が
意
図
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
し
、
算
入
の
定
め
の
際
に
は
、
被
相
続
人
の
意
思
が
直
接
、
相
続
権
を
剥
奪
し
た
出
捐
の
受
益
者
に
帰
属
す
る
遺
留
分
請
求
権
を
可
能

な
限
り
広
範
に
削
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
第
三
章
第
二
節
参
照
。

（
１１８
）　K

rop
p

en
berg, a.a.O

.（F
n.104

）, S.744.

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
第
一
節
参
照
。
な
お
、K

rop
p

en
berg

は
、
後
述
の
否
定
的
見
解
へ
の
批
判
に
続
け
て
、
生
前

の
出
捐
者
で
あ
り
事
後
の
被
相
続
人
の
意
思
表
示
に
お
い
て
、
実
際
の
調
査
結
果
か
ら
明
ら
か
な
意
図
が
見
出
せ
な
い
限
り
は
、﹁
先
取
り
相
続
﹂
と
の
言
い
回
し
の
解
釈
に

つ
い
て
、
そ
れ
自
体
意
味
を
な
す
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

（
１１９
）　K

eim
, a.a.O

.（F
n.105

）, S.192f.

（
１２０
）　K

eim
, a.a.O

.（F
n.105

）, S.193.

（
１２１
）　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
第
二
章
第
一
節
第
二
款
（
３
）（
ⅱ
）
お
よ
び
前
掲
注
（
78
）
参
照
。

（
１２２
）　K

eim
, a.a.O

.（F
n.105

）, S.193.

（
１２３
）　K

rop
p

en
berg, a.a.O

.（F
n.105

）, S.744.

（
１２４
）　K

rop
p

en
berg, a.a.O

.（F
n.105

）, S.744.

（
１２５
）　L

öh
n

ig, a.a.O
.（F

n.105

）, S.644.; K
rop

p
en

berg, a.a.O
.（F

n.105

）, S.744.

（
１２６
）　K

rop
p

en
berg, a.a.O

.（F
n.105

）, S.744.

ま
た
、
本
件
の
問
題
で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
相
続
人
自
身
が
企
業
の
承
継
者
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
遺
留
分
請
求
権
に
よ
る

負
担
を
可
能
な
限
り
軽
減
し
た
い
と
の
理
由
か
ら
、
当
該
相
続
人
の
た
め
に
遺
留
分
負
担
を
可
能
な
限
り
縮
減
す
る
こ
と
が
被
相
続
人
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
き
は
、
算
入

の
定
め
が
前
提
と
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
（L

in
d

n
er, a.a.O

.（F
n.109

）, unter D
; K

rop
p

en
berg, a.a.O

.（F
n.105

）, S.744.

）。

（
１２７
）　K

rop
p

en
berg, a.a.O

.（F
n.105

）, S.744.

も
っ
と
も
、
第
二
三
一
六
条
に
基
づ
く
調
整
義
務
は
、
直
系
卑
属
の
完
全
な
平
等
取
扱
い
を
徹
底
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、

す
で
に
言
及
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
１２８
）　K

eim
, a.a.O

.（F
n.105

）, S.193; L
öh

n
ig, a.a.O

.（F
n.105

）, S.643; L
in

d
n

er, a.a.O
.（F

n.109

）, unter D
; F

u
n

k, a.a.O
.（F

n.112

）, nter D
.

（
１２９
）　L

in
d

n
er, a.a.O

.（F
n.109

）, unter D
.

（
１３０
）　F

u
n

k, a.a.O
.（F

n.112

）, nter D
.

（
１３１
）　L

in
d

n
er, a.a.O

.（F
n.109

）, unter D
.

（
１３２
）　

平
成
二
二
年
度
の
司
法
統
計
年
表
に
よ
れ
ば
、
遺
言
書
の
検
認
の
新
受
件
数
は
、
平
成
二
〇
年
度
で
一
三
六
三
二
件
、
平
成
二
一
年
度
で
一
三
九
六
三
件
、
平
成
二
二
年
度

で
一
四
九
九
六
件
で
あ
る
。

一
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（
１３３
）　

遺
言
者
の
真
意
探
求
（
遺
言
解
釈
）
の
場
面
で
は
、
遺
言
者
が
現
実
に
何
を
欲
し
た
か
と
い
う
現
実
的
意
思
を
探
求
す
る
作
業
（
解
明
的
解
釈
）
と
事
情
変
更
を
認
識
し
て

い
れ
ば
と
の
仮
定
の
も
と
で
、
遺
言
者
が
欲
し
て
い
た
だ
ろ
う
意
思
を
探
求
す
る
作
業
（
補
充
的
解
釈
）
と
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
浦
野
由
紀
子
﹁
遺
言
の
補
充
的
解
釈―

ド
イ

ツ
に
お
け
る
遺
言
完
成
後
の
事
情
変
更
と
遺
言
の
効
力
を
め
ぐ
る
議
論
を
中
心
と
し
て
（
一
）（
二
・
完
）﹂
民
商
一
一
五
巻
一
号
三
一
頁
・
民
商
一
一
五
巻
二
号
二
二
五
頁
）。

浦
野
・
同
（
二
）
二
五
〇
頁
は
、﹁
探
求
の
対
象
を
﹃
遺
言
者
の
真
意
﹄
と
の
み
説
明
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
﹃
真
意
﹄
は
本
来
考
え
ら
れ
う
る
内
容
よ
り
も
不
当
に
広
範
な
内

容
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
特
に
遺
言
修
正
と
の
相
違
が
曖
昧
に
な
り
か
ね
な
い
﹂
と
の
危
惧
を
示
し
、
解
明
的
遺
言
解
釈
と
補
充
的
遺
言
解
釈
を
区
別
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
探
求
基
準
・
方
法
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

（
１３４
）　

本
山
敦
﹁
遺
言
の
尊
重―

―

序
説
：
﹃
相
続
さ
せ
る
﹄
旨
の
遺
言
の
射
程
﹂
立
命
館
法
学
二
九
八
号
四
一
八
頁
以
下
も
ま
た
、﹁
遺
言
は
、
遺
言
者
の
最
後
の
意
思
表
示
だ

か
ら
、
尊
重
さ
れ
る
べ
し
と
の
言
説
が
あ
る
﹂
が
、﹁
し
ょ
せ
ん
は
死
者
に
過
ぎ
な
い
遺
言
者
の
意
思
に
、
何
故
、
そ
こ
ま
で
の
価
値
を
認
め
、
生
者
で
あ
る
相
続
人
な
い
し

利
害
関
係
人
が
拘
束
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
﹂
と
の
疑
問
を
呈
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、﹁
相
続
さ
せ
る
﹂
旨
の
遺
言
と
の
関
係
で
、
解
明
す
べ
き
点
の
一
つ
に
﹁
ど

こ
ま
で
遺
言
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
の
か
⋮
。
こ
れ
は
、
民
法
の
理
解
自
体
と
直
結
す
る
か
ら
な
か
な
か
厄
介
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
る
。

（
１３５
）　

被
相
続
人
の
意
思
の
実
現
の
過
程
に
お
い
て
、
遺
言
を
﹁
可
能
な
限
り
こ
れ
を
有
効
と
な
る
よ
う
解
釈
す
る
こ
と
﹂（
最
高
裁
平
成
五
年
一
月
一
九
日
判
決
・
民
集
四
七
巻

一
号
一
頁
）
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、﹁
わ
が
国
で
は
、
死
者
の
意
思
表
示
と
思
わ
れ
る
文
書
が
あ
れ
ば
、
で
き
る
こ
と
な
ら
す
べ
て
を
有
効
に
す
る
方
向

で
扱
う
の
が
正
し
い
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
な
趣
旨
で
、
一
般
に―

特
に
実
務
界
で―

理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
﹂（
伊
藤
昌
司
﹁﹃
遺
言
自
由
の
原
則
と

遺
言
の
解
釈
﹄
補
論
﹂
野
村
＝
床
谷
編
著
・
前
掲
注
（
９
）
書
一
〇
六
頁
）
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
１３６
）　

伊
藤
昌
司
﹃
相
続
法
﹄（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
二
年
）
八
五
頁
以
下
は
、
遺
言
の
解
釈
基
準
に
つ
き
、﹁
解
釈
基
準
と
し
て
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
実
定
法
規
が
、
そ
れ
も
民
法
の

準
則
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
し
た
う
え
で
、
最
高
裁
判
所
が
示
す
﹁
相
続
さ
せ
る
﹂
旨
の
遺
言
の
解
釈
に
つ
き
、﹁
い
わ
ば
脱
規
範
主
義
的
な
立
場
を
顕
著
に
示
し

て
い
る
﹂
と
さ
れ
る
。
水
野
紀
子
﹁﹃
相
続
さ
せ
る
﹄
旨
の
遺
言
の
功
罪
﹂
久
貴
忠
彦
編
集
代
表
﹃
遺
言
と
遺
留
分
第
一
巻
遺
言
［
第
二
版
］﹄（
日
本
評
論
社
・
二
〇
一
一
年
）

二
二
五
頁
も
、
最
高
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
に
懐
疑
的
な
立
場
を
示
し
、﹁
こ
の
遺
言
に
対
す
る
主
た
る
疑
問
は
、
⋮
被
相
続
人
の
希
望
を
叶
え
る
こ
と
だ
け
を
重
視
し
て
、
遺

留
分
等
と
の
関
係
を
十
分
に
考
慮
せ
ず
、
相
続
法
の
体
系
性
を
無
視
す
る
解
釈
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
る
。

一
四
九


